
 
 

第１章  総       則 

 

 この計画は、水防法（昭和 24 年法律第 193 号、以下「法」という。）第７条第１項の規定に基づ

き、県下における水防事務の調整及びその円滑な実施のために必要な事項を規定し、洪水等による

水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的と

して、奈良県管下各河川に対する水防上必要な監視、予報、警戒、通信、連絡、輸送及び水門の操作、

水防のための水防団体並びに消防機関の活動、水防管理団体相互間における協力及び応援並びに水防に

必要な器具資材及び設備と運用について実施の大綱を示したものである。 

 

 

第２章  用 語 の 定 義 

 

主な水防用語の定義は次のとおりである。 

（１）奈良県水防本部（以下、県水防本部という。） 

奈良県における水防を総括するために設置されているものをいう。事務局は奈良県県土マネジメ

ント部河川整備課内に置く。 

（２）水防管理団体 

水防の責任を有する市町村又は水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは水害

予防組合をいう（法第２条第２項）。 

（３）指定水防管理団体 

水防管理団体のうち、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定した

ものをいう（指定水防管理団体一覧表参照。法第４条）。 

（４）水防管理者 

水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の

管理者をいう（法第２条第３項）。 

（５）消防機関 

消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第９条に規定する消防の機関（消防本部、消防署及び消

防団）をいう（法第２条第４項）。 

（６）消防機関の長 

消防本部を置く市町村にあっては消防長を、消防本部を置かない市町村にあっては消防団の長を

いう（法第 2条第５項）。 
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（７）水防団 

法第６条に規定する水防団をいう。 

（８）量水標管理者 

量水標、験潮儀その他の水位観測施設の管理者をいう（法第２条第７項、法第 10 条第３項）。 

都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、都道府県の水防計画で定めるところにより、水位

を通報及び公表しなければならない（法第 12 条）。 

（９）水防協力団体 

水防に関する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他法人でない団体

であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項そ

の他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有してい

るものとして水防管理者が指定した団体をいう（法第 36 条第１項）。 

（１０）洪水予報河川 

流域面積が大きい河川であって、洪水により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあ

るとして国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川（洪水予報河川）について、国土交通大臣

又は都道府県知事が気象庁長官と共同して、洪水のおそれの状況を基準地点の水位又は流量を示し

て行う洪水の予報等をいう（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項、気象業務法（昭和 27 年法律第

165 号）第 14条の２第２項及び第３項）。 

（１１）水防警報 

洪水、津波又は高潮により国民経済上重大又は相当な損害が生じるおそれがあるとして国土交通

大臣又は都道府県知事が指定した河川等（水防警報河川等）について、国土交通大臣又は都道府県

の知事が、洪水等によって災害が起こるおそれがあると認められるとき、水防を行う必要がある旨

を警告して行う発表をいう（法第２条第７項、法第 16条）。 

（１２）水位周知河川 

洪水予報河川以外の河川で、国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水により国民経済上重大又は

相当な損害が生じるおそれがあるものとして指定した河川をいう（法第 13条）。 

国土交通大臣又は都道府県知事は、水位周知河川について、当該河川の水位があらかじめ定めた

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき、水位又は流量を示して通知及び周知を行う。 

（１３）水位到達情報 

水位到達情報とは、水位周知河川において、あらかじめ定めた氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

への到達に関する情報のほか、氾濫注意水位（警戒水位）への到達情報、氾濫発生情報のことをい

う。 
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（１４）水防団待機水位（通報水位） 

量水標の設置されている地点ごとに都道府県知事が定める水位で、各水防機関が水防体制に入る

水位（法第 12条第１項に規定される通報水位）をいう。 

水防管理者又は量水標管理者は洪水等のおそれがある場合において、量水標等の示す水位が水防

団待機水位（通報水位）を超えるときは、その水位の状況を関係者に通報しなければならない。 

（１５）氾濫注意水位（警戒水位） 

水防団待機水位（通報水位）を超える水位であって、洪水等による災害の発生を警戒すべきもの

として都道府県知事が定める水位（法第 12 条第２項に規定される警戒水位）をいう。水防団の出

動の目安となる水位である。 

量水標管理者は、量水標等の示す水位が氾濫注意水位（警戒水位）を超えるときは、その水位の

状況を公表しなければならない。 

（１６）避難判断水位 

市町村長の高齢者等避難発令の目安となる水位であり、住民の氾濫に関する情報への注意喚起と

なる水位。 

（１７）氾濫危険水位(洪水特別警戒水位) 

洪水により相当の家屋浸水等の被害を生じる氾濫の起こるおそれがある水位をいう。市町村長の

避難指示の発令判断の目安となる水位である。水位周知河川においては、法第 13 条第１項及び第

２項に規定される洪水特別警戒水位に相当する。 

（１８）重要水防箇所                                          

堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される箇所であり、洪水等に際して水防上

特に注意を要する箇所をいう。 

（１９）洪水浸水想定区域 

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減

を図るため、想定し得る最大規模の降雨により当該河川において氾濫が発生した場合に浸水が想定

される区域として国土交通大臣又は都道府県知事が指定した区域をいう（法第 14 条）。 

（２０）浸水被害軽減地区 

洪水浸水想定区域内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに

類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であって浸水の拡大を抑制する

効用があると認められる区域として水防管理者が指定した区域をいう（第 15 条の６）。 
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第３章  水 防 の 責 任 

 

水防に関係する各主体について、水防法に規定されている責任及び義務は次の通りである。 

 

１．県の責任 

県内における水防管理団体が行う水防が十分行われるように確保すべき責任を有する（法第３条の

６）。具体的には、主に次のような事務を行う。 

① 指定水防管理団体の指定（法第４条） 

② 水防計画の作成及び要旨の公表（法第７条第１項及び第７項） 

③ 水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22 条の２） 

④ 都道府県水防協議会の設置（法第８条第１項） 

⑤ 気象予報及び警報、洪水予報の通知（法第 10条第３項） 

⑥ 洪水予報の発表及び通知（法第 11条第１項、気象業務法第 14 条の２第３項） 

⑦ 量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第 12条） 

⑧ 水位情報の通知及び周知（法第 13条） 

⑨ 洪水予報又は水位情報の通知の関係市町村長への通知（法第 13条の４） 

⑩ 浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第 14条） 

⑪ 都道府県大規模氾濫減災対策協議会の設置（法第 15 条の 10） 

⑫ 水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長に対する水害リスク情報の把握に

関する情報提供及び助言（法第 15条の 12） 

⑬ 水防警報の発表及び通知（法第 16条第１項、第３項及び第４項） 

⑭ 水防信号の指定（法第 20条） 

⑮ 避難のための立退きの指示（法第 29 条） 

⑯ 緊急時の水防管理者、水防団長又は消防機関の長への指示（法第 30条） 

⑰ 水防団員の定員の基準の設定（法第 35条） 

⑱ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40 条） 

⑲ 水防管理団体に対する水防に関する勧告及び助言（法第 48条） 
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２．水防管理団体の責任 

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する（法第３条）。具体的には、主に次のような事

務を行う。 

① 水防団の設置（法第５条） 

② 水防団員等の公務災害補償（法第６条の２） 

③ 平常時における河川等の巡視（法第９条） 

④ 水位の通報（法第 12条第１項） 

⑤ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置（法第 15条） 

⑥ 避難確保計画又は浸水防止計画を作成していない地下街等の所有者又は管理者への必要な指

示、指示に従わなかった旨の公表（法第 15条の２） 

⑦ 避難確保計画を作成していない要配慮者利用施設の所有者又は管理者への必要な指示、指示に

従わなかった旨の公表。要配慮者利用施設の所有者又は管理者より報告を受けた避難確保計画及

び避難訓練の結果についての助言・勧告（15 条の３） 

⑧ 浸水被害軽減地区の指定・公示及び通知、標識の設置、土地の形状変更の届出を受理した際の

通知・届出者への助言又は勧告（法第 15 条の６、法第 15 条の７、法第 15条の８） 

⑨ 予想される水災の危険の周知（法第 15条の 11） 

⑩ 水防団及び消防機関の出動準備又は出動（法第 17条） 

⑪ 緊急通行により損失を受けた者への損失の補償（法第 19 条第２項） 

⑫ 警戒区域の設定（法第 21条） 

⑬ 警察官の援助の要求（法第 22条） 

⑭ 他の水防管理者又は市町村長若しくは消防長への応援要請（法第 23条） 

⑮ 堤防決壊等の通報、決壊後の措置（法第 25条、法第 26条） 

⑯ 公用負担により損失を受けた者への損失の補償（法第 28 条第３項） 

⑰ 避難のための立退きの指示（法第 29 条） 

⑱ 水防訓練の実施（法第 32条の２） 

⑲ （指定水防管理団体）水防計画の作成及び要旨の公表（法第 33条第１項及び第３項） 

⑳ （指定水防管理団体）水防協議会の設置（法第 34条） 

㉑ 水防協力団体の指定・公示（法第 36 条） 

㉒ 水防協力団体に対する監督等（法第 39条） 

㉓ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40 条） 

㉔ 水防従事者に対する災害補償（法第 45条） 

㉕ 消防事務との調整（法第 50 条） 
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３．国土交通省の責任 

① 水防管理団体が行う水防への協力（河川法第 22 条の２） 

② 洪水予報の発表及び通知（法第 10条第２項、気象業務法第 14 条の２第２項） 

③ 量水標管理者からの水位の通報及び公表（法第 12条） 

④ 洪水予報又は水位情報の通知の関係市町村長への通知（法第 13条の４） 

⑤ 水位情報の通知及び周知（法第 13条第１項） 

⑥ 洪水浸水想定区域の指定、公表及び通知（法第 14条） 

⑦ 大規模氾濫減災協議会の設置（法第 15条の９） 

⑧ 水防管理者に対する浸水被害軽減地区の指定及び市町村長に対する水害リスク情報の把握に

関する情報提供及び助言（法第 15条の 12） 

⑨ 水防警報の発表及び通知（法第 16条第１項及び第２項） 

⑩ 重要河川における都道府県知事等に対する指示（法第 31 条） 

⑪ 特定緊急水防活動（法第 32 条） 

⑫ 水防協力団体に対する情報の提供又は指導若しくは助言（法第 40 条） 

⑬ 都道府県等に対する水防に関する勧告及び助言（法第 48 条） 

 

４．気象庁の責任 

① 気象予報及び警報の発表及び通知（法第 10条第１項、気象業務法第 14条の２第１項） 

② 洪水予報の発表及び通知（法第 10 条第２項、法第 11 条第１項並びに気象業務法第 14 条の２

第２項及び第３項） 

 

５．居住者の義務 

① 水防への従事（法第 24 条） 

② 水防通信への協力（法第 27 条） 

 

 

 

第４章  水防活動に従事する者の安全確保 

 

洪水等において、水防団・消防団等自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。 

避難誘導や水防作業の際も、水防団員・消防団員等自身の安全は確保しなければならない。 
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第５章  水 防 体 制 

 

１．県の水防体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．県の水防機構 

（１）奈良県水防本部 

水防法第 10 条の規定による気象等の状況の通知を受けたとき及びその状況から洪水等による被害

が予想されるとき、県は洪水等による危険が解消するまで水防本部を設置し次の機構により事務を処

理する。但し奈良県災害対策本部が設置された場合は、同本部に包括される。 

 

洪   水 

住   民 

水防管理団体（市町村） 

消防署（団）     

ダム、井堰、及び排水門・取水門扉等 

管理者（河川占用者） 

溜池管理者 

自衛隊 

派遣部隊 

雨量観測所 

河川水位観測所 

警察署 

報道機関 

警察本部 

水防本部 

現地指導班 

（土木事務所等） 

陸上自衛隊第４施設団 

自衛隊奈良地方協力本部 

航空自衛隊幹部候補生学校 

災害対策本部 

県庁内関係課 

水防本部 

（事務局） 

奈良地方気象台 

国土交通省 

近畿地方整備局 

河川事務所 

7



 
 

 

ア 奈良県水防本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指揮官付（県土マネジメント部次長[企画管理室長事務取扱]) 

（県土マネジメント部次長[砂防・災害対策課長事務取扱]）  

（地域デザイン推進局長）(下水道課長) 

（道路政策官[道路建設課長事務取扱]）（道路マネジメント課長） 

（まちづくり連携推進課長）（住まいまちづくり課長） 

（建築安全推進課長）（食と農の振興部企画管理室長） 

イ 事務分担 

企 画 班 ― 水防活動の総合調整、緊急対策、技術指導、水防警報及び指令に関すること。 

情 報 班 ― 情報の交換、情報の記録及び整理、発表、被害状況調査に関すること。 

庶 務 班 ― 水防要員の召集、資材の調達及び救援に関すること。 

現地指導班 ― 管轄区域の水防管理団体等関係機関（者）との情報連絡、水防警報の発表そ

の他現地における水防事務並びに現地指導に関すること。 

溜 池 班 ― 溜池に関すること。   

 

 

ウ 現地指導班の担当区域等 

事   務    所  

奈 良 土 木 事 務 所 

奈良市 天理市 山辺郡内各河川、岩井川ダム背水区域及び下流への放

流連絡、天理ダム背水区域及び下流への放流連絡、白川ダム背水区域及

び下流への放流連絡 

奈良土木事務所 
（岩井川ダム、天理ダム、白川ダム含む） 
 
郡山土木事務所 
（大門ダム含む） 

 
高田土木事務所 
 
中和土木事務所 
（初瀬ダム含む） 

 
宇陀土木事務所 
 
吉野土木事務所 
 
五條土木事務所 
 
流域下水道センター 

本
部
長

知
事

 

副
本
部
長

副
知
事

 

指
揮
官 

食
と
農
の
振
興
部
長

 

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
長

 

副
指
揮
官 

食
と
農
の
振
興
部
次
長(

農
村
振
興
課
長
事
務
取
扱)

河
川
政
策
官(

河
川
整
備
課
長
事
務
取
扱)

 

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
次
長[

技
術]

 

企画班 

情報班 

庶務班 

溜池班 

（土木事務所等） 

（食と農の振興部企画管理室・農村振興課） 

（事務局） 

（現地指導班） 
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郡 山 土 木 事 務 所 
大和郡山市 生駒市 生駒郡内各河川、大門ダム背水区域及び下流への

放流連絡 

高 田 土 木 事 務 所 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 北葛城郡内各河川 

中 和 土 木 事 務 所 
桜井市 橿原市 磯城郡 高市郡内各河川、初瀬ダム背水区域及び下流

への放流連絡 

宇 陀 土 木 事 務 所 宇陀市 宇陀郡曽爾村 御杖村 吉野郡東吉野村内各河川 

吉 野 土 木 事 務 所 
吉野郡吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 川上村 下北山村 

上北山村内各河川 

五 條 土 木 事 務 所 五條市 吉野郡野迫川村 十津川村内各河川 

流域下水道センター 

流入ゲート、排水門・取水門、排水路、管渠等各浄化センター（浄化セ

ンター・第二浄化センター・宇陀川浄化センター・吉野川浄化センター）

等の水防対処に関する連絡調整、技術指導等 

 

（２）奈良県災害対策本部 

奈良県内において相当規模の災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、地域防災計画

に基づいて設置される機構である。知事を本部長とし、奈良県・奈良県教育委員会及び奈良県警察

本部を統轄する構成であり、その所掌事務としては水防、災害救助、災害警備、その他の災害応急

対策活動が包括される。 

 

３．水防管理団体（市町村）の機構 

各水防管理団体の組織は、それぞれの計画に定めるものとする。 

 

４．重要水防箇所 

重要水防箇所とは、洪水が地形条件により公益に及ぼす影響の大きい箇所のことであるが、その概

要は次のとおりである。 

 

（１）国土交通省管理河川 

   国土交通省管理河川における重要水防箇所は、p103「重要水防箇所評定基準（案）」に基づい

て次のとおり区分されている。 

    Ａ．水防上最も重要な区間 

    Ｂ．水防上重要な区間 

 

（２）県管理河川 

県管理河川における重要水防箇所の設定基準は、p117「危険度判定基準表」に基づいて次のと

おり区分されている。 

      ・特に重要な水防箇所 

       ・重要水防箇所 

 

５．水防情報連絡系統 

それぞれの機関（者）は、水防にかかわる情報を迅速かつ正確に伝達しなければならない。 
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（ １ ） 奈 良 県 防 災 行 政 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム

 回線系統図 

10



奈良県防災行政通信ネットワーク
一斉通信システム受信の流れ

一斉
通信

受信

複数のスピーカー付警告灯
がある場合は、すべてが同
じように点滅・鳴動する。

スピーカー付警告
灯が点滅・鳴動

警告灯鳴動後、自動印刷

原稿受信確認 端末上内容確認

「開く」をクリック

市町村宿直室等

水防警報受報様式 表示画面

端末上にポップアップが
出ているので着色部をク
リックする

印刷

端末上で内容
確認可能
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(２) 特定施設連絡系統

ア 亀の瀬地すべり地区関係

※一斉通信システム

近畿地方整備局
（河川計画課土砂災害警戒避難対策係）
（河川計画課総合土砂災害対策係）

TEL  06-6942-1141
ﾏｲｸﾛ 86-3641､3646
FAX 86-3609

大和川河川事務所
(流域治水課)

TEL 072-971-1381～4
ﾏｲｸﾛ 86-753-503［建設専門官］

(工務課、流域治水課)
ﾏｲｸﾛ 86-753-316､357［砂防係長］

奈良県（河川整備課）
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399
ﾏｲｸﾛ 86-769-9049
FAX 86-769-9060

奈良県防災統括室
（危機対策係）

TEL 0742-27-7006
FAX 0742-23-9244

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555
FAX 0742-22-2542

奈良県警察本部
（警備課）
TEL 0742-23-0110
FAX 0742-23-1250

郡山土木事務所
（管理課）

TEL 0743-51-0205
FAX 0743-55-3762

高田土木事務所
（管理課）

TEL 0745-52-6144
FAX 0745-25-0480

王寺町（建設課）
TEL 0745-73-2001
FAX 0745-32-6447

三郷町(都市建設課)
TEL 0745-73-2101
FAX 0745-73-6334

斑鳩町(建設農林課)
TEL 0745-74-1001
FAX 0745-74-1011

付

近

住

民

奈良国道事務所
(管理第二課維持修繕係)

TEL 0742-33-1391
ﾏｲｸﾛ 86-766-444
FAX 766-529

夜（ﾏｲｸﾛ）766-527
(道路情報管理室)

河合町
(まちづくり推進課)
TEL 0745-57-0200
FAX 0745-56-4002

※

※

※

※

TEL

NTTFAX､TEL

※
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イ 奈良県関係ダム放流連絡系統

①天理ダム放流連絡系統（奈良県）

近畿地方整備局
河川部河川管理課

TEL 06-6942-1141(代)
TEL 06-6941-7343(休日､夜間)
FAX 06-6949-0864

奈良県水防本部（河川整備課)
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

奈良土木事務所
天理ダム管理係

TEL 0743-63-2505 
FAX 0743-63-6203

奈良土木事務所 水防班
TEL 0742-23-8011 
FAX 0742-27-0341 

住 民

天理市役所（防災安全課）
TEL 0743-63-1001、FAX 0743-62-0100

奈良県広域消防組合 天理消防署
TEL 0743-62-3322、FAX 0743-62-0225

大和川河川事務所(占用調整課)
TEL 072-971-1381㈹、FAX 072-971-2171

天理警察署(地域課)
TEL 0743-62-0110、FAX 0743-62-6916

豊井浄水場(浄水課)
TEL 0743-62-0496、FAX 0743-68-2105

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555、FAX 0742-22-2542

FAX､※メール

FAX

※メール

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

②白川ダム放流連絡系統（奈良県）

近畿地方整備局
河川部河川管理課

TEL 06-6942-1141(代)
TEL 06-6941-7343(休日､夜間)
FAX 06-6949-0864

奈良県水防本部（河川整備課）
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

奈良土木事務所
白川ダム管理係

TEL 0743-65-1655
FAX 0743-65-1657

奈良土木事務所 水防班
TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

天理市役所（防災安全課）
TEL 0743-63-1001、FAX 0743-62-0100

奈良県広域消防組合 天理消防署
TEL 0743-62-3322、FAX 0743-62-0225

大和川河川事務所(占用調整課)
TEL 072-971-1381㈹、FAX 072-971-2171

天理警察署 (地域課)
TEL 0743-62-0110、FAX 0743-62-6916

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555、FAX 0742-22-2542

住 民

FAX､※メール

FAX

※メール

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

は同報放送・サイレンその他による補助連絡系統
※ 洪水調節連絡方法 [白川ダムにかかる事務は、天理ダムで行われる]
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③初瀬ダム放流連絡系統

近畿地方整備局
河川部河川管理課

TEL 06-6942-1141(代)
06-6941-7343(休日､夜間)

FAX 06-6949-0864

奈良県水防本部（河川整備課）
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

中和土木事務所
初瀬ダム水防班

TEL 0744-47-8540
FAX 0744-47-8593

中和土木事務所 水防班
TEL  0744-48-3070
FAX  0744-48-3134

桜井市役所（土木課）
TEL 0744-42-9111、FAX 0744-48-3121

奈良県広域消防組合 桜井消防署
TEL 0744-42-4119、FAX 0744-43-9119

大和川河川事務所(占用調整課)
TEL 0729-71-1381㈹、FAX 072-971-2171

桜井警察署（警備課）
TEL 0744-46-0110(平日内線 461･462)
FAX 0744-42-6605(土日祭日 内線290)

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555、FAX 0742-22-2542

桜井市 上下水道部 水道施設課
TEL 0744-46-0625(昼間)、FAX 0744-46-0722
TEL 0744-42-9211(夜間)、FAX 0744-42-2338

住 民

FAX､※メール

FAX

※メール

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

④岩井川ダム放流連絡系統

近畿地方整備局
河川部河川管理課

TEL 06-6942-1141(代)
06-6941-7343(休日､夜間)

FAX 06-6949-0864

奈良県水防本部（河川整備課）
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

奈良土木事務所
天理ダム管理係

TEL 0743-63-2505
FAX 0743-63-6203

奈良土木事務所 水防班
TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

奈良市役所
TEL 0742-34-4930(危機管理課)
FAX 0742-35-3635

奈良市消防局
TEL 0742-35-0119(指令課)
FAX 0742-33-8423

大和川河川事務所(占用調整課)
TEL 0729-71-1381㈹、FAX 072-971-2171

奈良警察署(警備課)
TEL 0742-20-0110
FAX 0742-24-9766 (平日)
FAX 0742-24-9722 (休日、夜間)

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555、FAX 0742-22-2542

住 民

FAX､※メール

FAX

※メール

は同報放送・サイレンその他による補助連絡系統
※ 洪水調節連絡方法 [岩井川ダムにかかる事務は、天理ダムで行われる]

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX
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⑤大門ダム放流連絡系統

近畿地方整備局
河川部河川管理課

TEL 06-6942-1141(代)
06-6941-7343(休日,夜間)

FAX 06-6949-0864 

奈良県水防本部（河川整備課）
TEL 0742-27-7504 
FAX 0742-22-1399

郡山土木事務所 水防班
TEL 0743-51-2603
FAX 0743-55-3762

三郷町役場（都市建設課・水道課）
TEL 0745-73-2101、FAX 0745-73-6334

奈良県広域消防組合 西和消防署
TEL 0745-73-1001、FAX 0745-73-1599

大和川河川事務所(占用調整課)
TEL 072-971-1381㈹、FAX 072-971-2171

西和警察署
TEL 0745-72-0110、FAX 0745-31-1294

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555、FAX 0742-22-2542

住 民

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX

FAX､※メール

※メール

は同報放送・サイレンその他による補助連絡系統
※ 洪水調節連絡方法
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近畿地方整備局河川部
FAX 06-6949-0864

和歌山河川国道事務所
FAX 073-427-1859

南近畿土地改良調査管理事務所
FAX 0747-52-2794

和歌山県 県土整備部 河川課
FAX 073-433-2147

和歌山県 伊都振興局 建設部
FAX 0736-33-4928

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課
FAX 0742-22-1399

奈良県 吉野土木事務所
FAX 0746-32-0436

奈良県 五條土木事務所
FAX 0747-22-7922

吉野警察署 さくら警察庁舎
FAX 0746-32-1196

奈良県 吉野警察署
FAX 0747-52-4891

奈良県 五條警察署
FAX 0747-24-4460

和歌山県 橋本警察署
FAX 0736-33-2340

和歌山県 かつらぎ警察署
FAX 0736-22-1069

奈良県広域消防組合 吉野消防署
FAX 0746-32-0884

奈良県広域消防組合 大淀消防署
FAX 0747-54-5399

奈良県広域消防組合 五條消防署
FAX 0747-26-2219

橋本市 消防本部
FAX 0736-33-0630

伊都消防組合消防本部
FAX 0736-22-6694

奈良県吉野郡川上村役場
FAX 0746-52-0345

奈良県吉野郡吉野町役場
FAX 0746-32-8855

奈良県吉野郡大淀町役場
FAX 0747-52-4310

奈良県吉野郡下市町役場
FAX 0747-54-5055

奈良県五條市役所
FAX 0747-25-0211

和歌山県橋本市役所
FAX 0736-33-1665

関西電力（株）再生可能エネル
ギー事業本部 吉野水力センター
FAX 0747-52-9219

大滝ダム管理支所
TEL 0746-53-2601
FAX 0746-53-2611

紀の川ダム統合管理事務所
TEL 0747-25-3013
FAX 0747-25-4419

大迫ダム管理所←南近畿より
TEL 0746-54-0800
FAX 0746-54-0306

河川情報センター
TEL 06-6944-2711
FAX 06-6944-2710

⑥大滝ダム放流連絡系統

紀の川ダム統合管理事務所
TEL 0747-25-3013
FAX 0747-25-4419

FAX受信確認

(TEL確認は別系統)

放流通知
情報連絡等

FAXによる確認について

FAXによる連絡は、紀の川ダム
統合管理事務所から全機関へ
行います。

FAXは確認できしだい、必要事
項を記入し、紀の川ダム統合管
理事務所へ返信してください。

FAX送信 FAX送信

連絡委員

凡例：

奈良地方気象台
FAX 0742-22-2543

奈良県広域消防組合 下市消防署
FAX 0747-52-7299
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⑦猿谷ダム放流連絡系統（国土交通省）

猿谷ダム管理支所
ﾏｲｸﾛ 763-6125,6121
TEL 0747-36-0031，0208

奈良県五條土木事務所
用地管理課
TEL 0747-23-1151
FAX 0747-22-7922

五條市 大塔支所
地域市民課 地域市民係
TEL 0747-36-0311
FAX 0747-36-0447

奈良県広域消防組合 五條消防署
TEL 0742-22-3310
FAX 0747-26-2219

十津川村 総務課
TEL 0746-62-0001
FAX 0746-62-0210

五條警察署 警備課
TEL 0747-23-0110
FAX 0747-24-4460

五條警察署 十津川警察庁舎
TEL 0746-63-0110
FAX 0746-63-0480

近畿地方整備局水災害予報ｾﾝﾀｰ
ﾏｲｸﾛ 86-3866,3851
TEL 06-6944-8853
夜
第一受報者

水防企画係長 090-7346-0190
第二受報者

水災害予報企画官 080-2408-4651

紀南河川国道事務所 調査課

ﾏｲｸﾛ 772-352
TEL 0739-22-4564
（夜） 第一受報者
調査係長 090-4566-6456

第二受報者
調査課長 090-3268-7690

電源開発（株）
中西地域制御所

TEL 0568-85-9027
FAX 0568-85-5659

関西電力（株） 九尾ダム
TEL 0747-65-0014
FAX 0747-65-0110

関西電力（株）
再生可能エネルギー事業本部
吉野水力センター
TEL 0747-53-0961
不通の場合 080-6198-1297
FAX 0747-52-9219

河川情報センター
大阪センター

TEL 06-6944-2711
FAX 06-6944-2710
ﾏｲｸﾛ 718-21～ 23,25
FAX 718-61

紀の川ダム統合管理事務所
ﾏｲｸﾛ 763-281,284
TEL 0747-25-3013

五條市 危機管理課
TEL 0747-22-4001
FAX 0747-25-0211

電源開発（株）
十津川電力所 二津野ダム制御所

TEL 0746-64-0210
FAX 0746-64-0162

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
河川整備課

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

FAX､TEL
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⑧川迫・九尾ダム放流連絡系統（関西電力株式会社）

川迫ダム
TEL 0747-63-0552
FAX 0747-63-0521 

九尾ダム
TEL 0747-65-0014
FAX 0747-65-0110

関西電力株式会社
吉野水力センター

TEL 0747-53-0961
FAX 0747-52-9219

住 民

天川村役場 総務課
TEL 0747-63-0321
FAX 0747-63-0329

紀の川ダム統合管理事務所
TEL 0747-25-3013
FAX 0747-22-9523

吉野警察署
TEL 0747-53-0110
FAX 0747-52-4891

吉野土木事務所 工務第一課
天川方面係

TEL 0747-63-0352
FAX 0747-63-0650

近畿地方整備局
TEL 06-6941-7343
FAX 06-6949-0864

吉野土木事務所
TEL 0746-32-4051
FAX 0746-32-0436

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
河川整備課

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX
TEL

FAX
TEL

FAX
TEL

FAX
TEL

は同報放送・サイレンその

他による補助連絡系統

⑨瀬戸・旭ダム放流連絡系統（関西電力株式会社）

は同報放送・サイレンその

他による補助連絡系統

瀬戸ダム
旭ダム

TEL 0746-68-0501
FAX 0746-68-6372

ダム管理主任
TEL  0746-68-0500
FAX  050-7102-7982

関西電力株式会社
吉野水力センター

TEL 0747-53-0961
FAX 0747-52-9219

住 民

十津川村役場 総務課
TEL 0746-62-0001 
FAX 0746-62-0210

電源開発株式会社
二津野ダム制御所

TEL 0746-64-0210
FAX 0746-64-0162

五條警察署 十津川警察庁舎
TEL 0746-63-0110
FAX 0746-63-0480

五條土木事務所 工務第二課
TEL 0746-68-0336
FAX 0746-68-0338

五條土木事務所
TEL 0747-23-1151
FAX 0747-22-7922

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
河川整備課

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX
TEL

FAX
TEL

FAX
TEL

FAX
TEL

紀南河川国道事務所調査第一課
TEL 0739-22-4813
FAX 0739-36-0629

近畿地方整備局
TEL 06-6941-7343
FAX 06-6949-0864

FAX
TEL FAX､TEL
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⑩池原・坂本・七色・小森・風屋・二津野・黒渕ダム放流連絡系統（電源開発株式会社）

は同報放送・サイレンその他による補助連絡系統

は公衆回線不通時の緊急無線回線

紀南河川国道事務所
調査課

TEL 0739-22-4813
FAX 0739-26-0629

池原、風屋
二津野、坂本
七色、小森

吉野土木事務所
工務第二課
TEL 07468-2-0098
FAX 07468-2-0343
用地・管理課
TEL 0746-32-4051
FAX 0746-32-0436

※洪水軽減対策（暫定運用）時のみ

坂本、池原

五條土木事務所 工務第二課
TEL 0746-68-0336
FAX 0746-68-0338

風屋、二津野
小森、七色

吉野警察署 警備課
TEL 0747-53-0110
FAX 0747-52-4891

池原

吉野警察署 さくら警察庁舎
TEL 0746-32-0110
FAX 0746-32-1196

池原

下北山村役場
TEL 07468-6-0001
FAX 07468-6-0377

池原

五條警察署 十津川警察庁舎
TEL 0746-63-0110
FAX 0746-63-0480

風屋、二津野
小森

十津川村役場
TEL 0746-62-0001
FAX 0746-62-0210

風屋、二津野
小森

和歌山河川国道事務所
河川占用調整課

TEL 073-402-0268
FAX 073-427-1859

黒渕

五條土木事務所用地管理課
TEL 0747-23-1151
FAX 0747-22-7922

黒渕

五條警察署
TEL 0747-23-0110
FAX 0747-24-4460

黒渕

五條市役所
TEL 0747-22-4001
FAX 0747-25-0211

黒渕

北山川電力所（尾鷲駐在）
(事務所)

TEL 0597-22-1028
FAX 0597-22-6848
(クチスボ管理事務所)
TEL 0597-23-2624
FAX 0597-23-2617

吉野土木事務所
TEL 0746-32-4051 
FAX 0746-32-0436

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
河川整備課

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

住

民

北山川電力所
TEL 07468-5-2158
FAX 07468-5-2220   

（事務所）
TEL 07468-5-2425
FAX 07468-5-2296

※１
（池原ダム制御所）

坂本ダム

池原ダム

七色ダム

小森ダム

十津川電力所
TEL 0746-62-0058
FAX 0746-62-0055

（事務所）
TEL 0746-64-0210
FAX 0746-64-0162

（二津野ダム制御所）

風屋ダム

二津野ダム

紀和事務所
TEL0736-33-1602
FAX 0736-33-1603

（事務所）
TEL 0747-32-0322
FAX 0747-32-0326

（黒渕ダム）

※１ 次の番号で通知されることあり
①07468-5-2280 ②07468-5-2635

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX､TEL

（連絡ダム名）

奈良県広域消防組合 五條消防署
TEL 0747-22-3310
FAX 0747-26-2219 

風屋、二津野
小森

奈良県広域消防組合 吉野消防署
TEL 0746-32-1011
FAX 0746-32-0884

池原・七色

FAX､TEL

FAX

FAX､TEL

FAX､TEL

FAX

FAX
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⑪大迫ダム放流連絡系統（農林水産省）

川上村役場 TEL.0746-52-0111 FAX.0746-52-0345

吉野警察署 TEL.0747-53-0110 FAX.0747-52-4891  

奈良県吉野土木事務所 TEL.0746-32-4051   FAX.0746-32-0436

国土交通省大滝ダム管理支所 TEL.0746-53-2601
FAX.0746-53-2611

五條市役所 TEL.0747-22-4001   FAX.0747-25-0211

奈良県広域消防組合 吉野消防署 TEL.0746-32-1011
FAX.0746-32-0884

川上村漁業協同組合 TEL.0746-52-0543 FAX.0746-52-0543

関西電力送配電（株）奈良給電制御所 TEL.0742-27-8965
FAX.0742-27-8969

国土交通省和歌山河川国道事務所 TEL.073-402-0268
FAX.073-427-1859

国土交通省紀の川ダム統合管理事務所 TEL.0747-25-3013
FAX.0747-25-4419

和歌山県県土整備部 TEL.073-441-3134 FAX.073-433-2147

吉野町役場 TEL.0746-32-3081   FAX.0746-32-8855

下市町役場 TEL.0747-52-0001   FAX.0747-54-5055

大淀町役場 TEL.0747-52-5501   FAX.0747-52-4310

吉野漁業協同組合 TEL.0746-32-5236   FAX.0746-32-1615

五條市漁業協同組合 TEL.0747-25-3077 FAX.0747-25-3078

奈良県広域水道センター TEL.0743-54-5985 FAX.0743-58-2515

紀の川土地改良区連合 TEL.073-423-3177   FAX.073-431-7188

奈良県五條土木事務所 TEL.0747-23-1151   FAX.0747-22-7922

吉野警察署さくら警察庁舎 TEL.0746-32-0110   FAX.0746-32-1196

五條警察署 TEL.0747-23-0110   FAX.0747-24-4460

奈良県広域消防組合大淀消防署 TEL.0747-52-1199
FAX.0747-54-5399

大迫ダム管理所
TEL.0746-54-0800
FAX.0746-54-0306

近畿農政局
南近畿土地改良
調査管理事務所

TEL.0747-52-2791
FAX.0747-52-2794

津風呂ダム管理所
TEL.0746-32-2335
FAX.0746-32-0836

住

民

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課 TEL.0742-27-7504 FAX.0742-22-1399

奈良県広域消防組合五條消防署 TEL.0747-22-3310
FAX.0747-26-2219

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課 TEL.0742-27-7504 FAX.0742-22-1399

奈良県広域消防組合下市消防署 TEL.0747-52-2299
FAX.0747-52-7299

気象庁 奈良地方気象台 TEL.0742-22-2555   FAX.0742-22-2542

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

は、同報放送・サイレンその他による補助連絡系統
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⑫津風呂ダム放流連絡系統（農林水産省）

津風呂ダム管理所
TEL.0746-32-2335
FAX.0746-32-0836

近畿農政局
南近畿土地改良

調査管理事務所
TEL.0747-52-2791
FAX.0747-52-2794

大迫ダム管理所
TEL.0746-54-0800
FAX.0746-54-0306

吉野町役場 TEL.0746-32-3081 FAX.0746-32-8855

吉野警察署 TEL.0747-53-0110 FAX.0747-52-4891

奈良県吉野土木事務所 TEL.0746-32-4051 FAX.0746-32-0436

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課 TEL.0742-27-7504 FAX.0742-22-1399

吉野町河原屋自治会長 TEL.0746-32-2151 FAX.0746-32-2151

奈良県広域消防組合吉野消防署 TEL.0746-32-1011 FAX.0746-32-0884

吉野漁業協同組合 TEL.0746-32-5236 FAX.0746-32-1615

津風呂湖温泉 TEL.0746-32-5401 FAX.0746-32-1090

国土交通省和歌山河川国道事務所 TEL.073-402-0268
FAX.073-427-1859

国土交通省紀の川ダム統合管理事務所 TEL.0747-25-3013
FAX.0747-25-4419

和歌山県県土整備部 TEL.073-441-3134   FAX.073-433-2147

吉野町役場 TEL.0746-32-3081 FAX.0746-32-8855

下市町役場 TEL.0747-52-0001 FAX.0747-54-5055

大淀町役場 TEL.0747-52-5501 FAX.0747-52-4310

五條市役所 TEL.0747-22-4001 FAX.0747-25-0211

吉野漁業協同組合 TEL.0746-32-5236 FAX.0746-32-1615

五條市漁業協同組合 TEL.0747-25-3077 FAX.0747-25-3078

奈良県広域水道センター TEL.0743-54-5985 FAX.0743-58-2515

紀の川土地改良区連合 TEL.073-423-3177 FAX.073-431-7188

奈良県五條土木事務所 TEL.0747-23-1151 FAX.0747-22-7922

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部河川整備課 TEL.0742-27-7504 FAX.0742-22-1399

吉野警察署さくら警察庁舎 TEL.0746-32-0110 FAX.0746-32-1196

五條警察署 TEL.0747-23-0110 FAX.0747-24-4460

奈良県広域消防組合大淀消防署 TEL.0747-52-1199 FAX.0747-54-5399

奈良県広域消防組合五條消防署 TEL.0747-22-3310 FAX.0747-26-2219

奈良県広域消防組合下市消防署 TEL.0747-52-2299 FAX.0747-52-7299

気象庁 奈良地方気象台 TEL.0742-22-2555 FAX.0742-22-2542

住

民

(

電
話
・
F
A
X）

は、同報放送・サイレンその他による補助連絡系統

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

(

電
話
・
F
A
X）

21



近畿地方整備局
河川部河川管理課

ﾏｲｸﾛ 9-86-3771
FAX 9-86-3798

淀川ダム統合管理事務所
ﾏｲｸﾛ 9-86-751-282
FAX 9-86-751-401

木津川上流河川事務所
ﾏｲｸﾛ 9-86-791-354
FAX 9-86-791-403

水資源機構
木津川ダム総合管理所
ﾏｲｸﾛ 8-630-521
FAX 8-630-571
TEL 0595-64-8961
FAX 0595-64-8964

(独)水資源機構
関西・吉野川支社
ﾏｲｸﾛ 8-600-581
FAX 8-600-599

(独)水資源機構 本社
ﾏｲｸﾛ 8-0-5181
FAX 8-0-5299

室生ダム管理所
ﾏｲｸﾛ 8-633-521
FAX 8-633-571
TEL 0745-92-2321
FAX 0745-92-3572

青蓮寺ダム管理所
ﾏｲｸﾛ 8-632-521
FAX 8-632-571
TEL 0595-63-1289
FAX 0595-64-5685

比奈知ダム管理所
ﾏｲｸﾛ 8-635-521
FAX 8-635-571
TEL 0595-68-7111
FAX 0595-68-7117

(財)河川情報ｾﾝﾀｰ
大阪センター

TEL 06-6944-2711
FAX 06-6944-2710

山添村役場 総務課
TEL 0743-85-0041
FAX 0743-85-0219

宇陀市（室生ダムのみ）

昼間
室生地域事務所
TEL 0745-92-2001
FAX 0745-92-3573

夜間
宇陀市危機管理課
TEL 0745-82-8000
FAX 0745-82-3900

桜井警察署警備課
TEL 0744-46-0110
FAX 0744-42-6605
（室生ダムのみ）

天理警察署警備課
TEL 0743-62-0110
FAX 0743-62-6916

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
河川整備課

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

波多野漁業（役場）
TEL 0743-85-0041
FAX 0743-85-0219

奈良県広域消防組合
山添消防署

TEL 0743-85-0304
FAX 0743-85-1201

奈良県広域消防組合
宇陀消防署

TEL 0745-82-3199
FAX 0745-82-4984

昼間
宇陀市役所

危機管理課
TEL 0745-82-1304
FAX 0745-82-3900

宇陀土木事務所
（用地管理課）

TEL:0745-84-9522
FAX 0745-84-2154
（室生ダムのみ）

奈良土木事務所
（管理課）

TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

⑬青蓮寺・室生・比奈知ダム放流連絡系統（水資源機構）

マイクロ

マイクロ マイクロ マイクロ

マイクロ

ＦＡＸ

マイクロ
ＦＡＸ
メール

マイクロ
ＦＡＸ
メール

マイクロ
ＦＡＸ
メール

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

口頭
ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

一斉通信
システム

（室生ダム）

一斉通信システム
（青蓮寺、比奈知、

室生ダム）
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⑭布目ダム放流連絡系統（水資源機構）

関西電力送配電（株）
奈良給電制御所

TEL 0742-27-8965
FAX 0742-27-8969

奈良市消防局
（消防課）昼
TEL 0742-35-1193
（指令課）夜
TEL 0742-35-0119
（指令課）昼夜
FAX 0742-33-8423

奈良市危機管理監
危機管理課

TEL 0742-34-4930
FAX 0742-35-3635

奈良警察署 (警備課)
TEL 0742-20-0110
（平日）
FAX 0742-24-9766
（休日、夜間）
FAX 0742-24-9722

奈良市建設部
河川耕地課

TEL 0742-34-4816
FAX 0742-35-3602

奈良土木事務所管理課
TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

奈良県県土ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部
河川整備課

ﾏｲｸﾛ 9-86-769-9049
FAX  0742-22-1399 

布目ダム管理所
TEL 0742-94-0231
FAX 0742-94-0925 

木津川ダム総合管理所
ﾏｲｸﾛ 8-630-521 
TEL  0595-64-8961
FAX  8-630-571
FAX  0595-64-8964

(財)河川情報センター
大阪センター

TEL 06-6944-2711
FAX 06-6944-2710

(独)水資源機関西
吉野川支社

ﾏｲｸﾛ 8-600-581
FAX  8-600-599

木津川上流河川事務所
ﾏｲｸﾛ 9-86-791-354
FAX  9-86-791-403

淀川ダム統合管理事務所
ﾏｲｸﾛ 9-86-751-282
FAX  9-86-751-401

(独)水資源機構本社
ﾏｲｸﾛ 8-0-5181

近畿地方整備局
ﾏｲｸﾛ 9-86-3771
FAX  9-86-3798

マイクロ

マイクロ

マイクロ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ
ＴＥＬ

ＦＡＸ

ＦＡＸ
ＴＥＬ
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⑮須川ダム放流連絡系統（奈良市）

奈良県県土マネジメント部
（河川整備課）

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

奈良土木事務所（管理課）
TEL 0742-23-8011    
FAX 0742-27-0341 

須川ダム管理事務所
TEL 0742-95-0200

0742-95-0201  
FAX 0742-95-0512 

山城南土木事務所
（河川砂防室）

TEL 0774-72-9541   
FAX 0774-72-0830

住 民

奈良市東部出張所
TEL 0742-93-0001
FAX 0742-93-0061

淀川河川事務所
TEL 072-843-2870   
FAX 072-844-7373

奈良警察署 興東駐在所
TEL 0742-95-0170

奈良警察署 (警備課)
TEL 0742-20-0110
FAX 0742-24-9766(平日)
FAX 0742-24-9722(休日、夜間)

奈良市東消防署東部分署
TEL 0742-93-0119
FAX 連絡なし

奈良市企業局
送配水管理センター

TEL 0742-22-6456
FAX 0742-22-2429

23-8209

木津川市役所 危機管理課
TEL 0774-72-0501
FAX 0744-72-3900

笠置町役場 総務財政課
TEL 0743-95-2301
FAX 0743-95-2961

木津警察署 笠置駐在所
TEL 0743-95-2200
FAX 連絡なし

木津警察署 警備課
TEL 0774-72-0110
FAX 0774 -72-0110

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＴＥＬ

ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

は同時放送・サイレン
その他による補助連絡系統

は電話連絡

（※１）夜間、笠置
駐在所不在時のみ

（※１）
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⑯宮奥ダム放流連絡系統（宇陀市）

宮奥ダム管理所
TEL 0745-83-3746
FAX 0745-83-3769

住 民

宇陀市役所大宇陀地域事務所
TEL 0745-83-2251
FAX 0745-83-2698

宇陀土木事務所
TEL 0745-84-9522
FAX 0745-84-2154

奈良県県土マネジメント部
河川整備課

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

奈良県食と農の振興部農村振興課
TEL 0742-27-7463
FAX 0742-24-5179

桜井警察署 宇陀警察庁舎
TEL 0745-82-0110
FAX 0745-82-8144

奈良県広域消防組合 宇陀消防署
TEL 0745-82-3199
FAX 0745-82-4984

木津川上流河川事務所
TEL 0595-63-1611
FAX 0595-64-1238

室生ダム管理所
TEL 0745-92-2321
FAX 0745-92-3572

宇陀市役所 危機管理課
TEL 0745-82-1304
FAX 0745-82-3900

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

ＦＡＸ､ＴＥＬ

は同時放送・サイレン
その他による補助連絡系統
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ウ 曽我川治水緑地の出水時における連絡系統

中和土木事務所
曽我川治水緑地 現地配備班

TEL 0744-25-2511
FAX 0744-21-4566

橿原市 公園緑地景観課

TEL 0744-22-4001
FAX 0744-24-9715

大和川河川事務所

TEL 072-971-1381
FAX 072-972-3655

高田土木事務所（管理課）

TEL 0745-52-6144
FAX 0745-25-0480

TEL､FAX

④連絡
⑤連絡

⑥回答

TEL､FAX
TEL､FAX

⑦回答

※⑤、⑥は緊急時のみ

中和土木事務所
管理課

TEL 0744-48-3073
FAX 0744-48-3134

奈良県水防本部
（河川整備課）

TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

①
報
告

TEL､FAX

②
連
絡

TEL､FAX

③
回
答

⑧連絡

TEL､FAX

⑨回答

TEL､FAX

⑩
指
示
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第６章  気象状況とその措置 

 

１．措置 

（１）県水防本部は、県防災統括室を通じて奈良地方気象台から別表の注意報、警報、特別警報および

情報の通知を受けたときは、奈良地方気象台と連絡を密にするとともに、次の措置をとる。 

①  県水防本部は、現地指導班、各水防管理団体（市町村）、県庁内関係各課、県災害対策本部

（対策本部設置時）、近畿地方整備局等に連絡、情報の交流を行う。 

   ②  現地指導班長（各土木事務所長）は、管内水防管理者、雨量観測者、河川水位観測者、その

他関係機関等に連絡、情報の交流を行う。 

（２）水防管理者（市町村長）は、別表の注意報、警報及び情報の通知を受けたときは、住民、消防署

（団）、並びにダム、井堰及び取水門･排水門扉等管理者（河川占用者）、溜池管理者等に連絡、

情報の交流を行う。 

別表             注意報、警報、特別警報情報の種類 

 大   雨 洪   水 台   風 

注 意 報 ○ ○  

警   報 ○ ○  

特 別 警報 ○   

情   報 ○  ○ 

水防活動の利用に適合する注意報及び警報は、一般の利用に適合する注意報、警報をもって代える。 

なお、特別警報は水防活動の利用に適合しない。 

 

 

２．気象情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈
良
地
方
気
象
台 

県
防
災
統
括
室 

雨量観測者、 

河川水位観測者 

 

関係機関 

住民 

 

消防団 

 

ダム、井堰 

 

排水門・取水門扉等 

管理者（河川占有者） 

 

溜池管理者 

浄化センター 

第二浄化センター 

宇陀川浄化センター 

吉野川浄化センター 

各水防管理団体（市町村） 

 

県水防本部（河川整備課） 

 

各土木事務所 

 （ダム含む） 

 

消防本部 

 

流域下水道センター 

 

県庁内関係課 
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第７章  水防配備と出動 

 

１．県水防本部員の水防配備 

水防勤務活動の完遂を期するため、次に示す配備により行う。 

（１）奈良地方気象台から気象業務法に基づく注意報及び警報の通知を受けた場合、地震が発生し  

た場合又は河川の水位が上昇して水防団待機水位(通報水位)を超えるなどにより災害の発生が予

想され水防上警戒が必要な時は、別表による水防配備体制をとる。 

（２）水防配備に配属された職員は、常に気象状況の変化に注意し、水防警報の発表が予想されるとき

は、自主的にその勤務につかなければならない。 

（３）水防配備の実施される時期には、でき得る限り気象情報に注意し、常に連絡が取れる体制をとるものとする。 

（４）水防配備勤務者は、交代者と引継を完了するまでは、その勤務場所を離れてはならない。 

（５）その他の交代者は、予め自己の勤務すべき時期を確認しておき、水防業務に支障をきたさないよ

うにしなければならない。 

（６）常時勤務から水防配備体制への切り換えを確実迅速に行うととともに、勤務員を適当に交代・休

養させて、長期間にわたる水防勤務活動の完遂を期さなければならない。 

 

別表               水  防  配  備  体  制  基  準 

 

配 備 区 分 配  備  時  間 配 備 内 容 配 備 目 標 備 考 

第 １ 配 備 

情報連絡 

体  制 

大雨又は洪水注意報が発表され

たとき、気象状況から災害が起こ

るおそれがあると予想される場

合、水位が水防団待機水位(通報水

位)を上回った場合又はダム放流

の連絡を受けた場合等で、今後の

情報に注意と警戒を必要とすると

き。 

情報連絡活動

を円滑に行い得

る体制 

水防配備班編制の１個班 

   必要な自動車 

（県土マネジメント部所有） 

           数台 

大雨又は洪水

注意報（警報）

が解除された

後、水位が水

防団待機水位

(通報水位)を

下回るまでの

間 に つ い て

は、※連絡体

制に移行する

こ と が で き

る。 

 

第 ２ 配 備    

情報連絡     

強化体制 

 大雨又は洪水警報が発表された

とき又は気象予警報の内容、降雨

状況等により第１配備では処理が

困難なとき。 

情報連絡、収

集の強化体制 
複数班の水防要員 

（２個班～要員の 1/2） 

 

 自動車（同上）の増強 

 

 

28



（注）※連絡体制・・・通常の水防班体制を縮小し、原則として２名の連絡要員を配置する体制。 

① 水防本部に所属する各課及び現地指導班は、情報連絡、現地指導等の水防対処のための体制要領 

及び配備区分毎の具体的配備班編制表を作成し、水防本部長に提出する。 

  ② 配備人員は、体制表中の配備目標を基準とし、情報処理量、所轄区域の状況の推移等に応   

じ、適宜配備人員を調整するものとする。 

  ③ 天理ダム、白川ダム、初瀬ダム、岩井川ダム、大門ダム及び流域下水道センターの配備基準は、

水防対処を考慮し別に定める。 

  ④ 第１配備から第４配備までの体制の切替えは、事態に即応できるよう備えるものとする。 

  ⑤ 地震時の水防配備は、おおむね震度４以上の地震が発生し又は東海地震の予知警戒宣言が発令

され、かなりの被害が予想でき水防上警戒が必要なとき（堤防の漏水、沈下等）、上記水防配備

体制基準及び震災初動体制マニュアルに準じて行う。 

  ⑥ 第１配備中の「災害が起こるおそれがあると予想される場合」の水防体制の解除は、降雨、水位状況

及び気象台等の意見（大雨・洪水注意報の解除）を参考に、水防本部と現地指導班長が協議し決定する。 

 

２．水防管理団体（市町村）の水防配備 

各水防管理団体の配備については、奈良県水防本部の配備体制に準ずるものとし、水防管理者は管

下水防団（消防団）又は消防機関をして充分な水防活動を期するため、予め具体的な配備体制を確立

しておくものとする。 

 

３．水防団（消防団）又は消防機関の出動準備・出動 

（１）出動準備  

   水防管理者は、次の場合、管下水防団（消防団）又は消防機関に対し水防第１信号により出動を準備させる。 

ア 水防警報第２段階を受信したとき。 

イ 河川の水位が水防団待機水位(通報水位)に達してなお上昇のおそれがあり且つ出動の必

要が予測されるとき。 

第 ３ 配 備 

（警戒体制） 

 水防警報第２段階発表のときで

浸水被害が発生、あるいはそのお

それがあるなど、重大な水防事態

の発生が予想されるとき又は気象

予警報の内容及び降雨状況等によ

り第2配備では処理が困難なとき。 

事態の推移によ

ってはそのまま

直ちに水防活動

が遅滞なく遂行

できる警戒体制 

 

水防要員の 1/2 

 

  自動車（同上）の 1/2 

 

 

第 ４ 配 備 

（非常体制） 

水防警報第３段階発表のときで

重大な浸水被害が発生、あるいは

そのおそれがあるなど、事態が切

迫したため第３配備で処理が困難

なとき。 

事態の切迫に対

処して水防活動

を遂行できる非

常体制 

水防要員の全員 

 

  自動車（同上）の全車 
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（２）出動 

    水防管理者は、次の場合、直ちに管下の水防団（消防団）又は消防機関を予め定められた計画に

従い水防第２信号により出動させ、非常配備につかせる。 

      ア 水防警報第３段階を受信したとき。 

イ 河川の水位が氾濫注意水位(警戒水位)に達し危険が予測されるとき。 

ウ 現地指導班長（土木事務所長）は、一級河川のうち国管理区間については、近畿地方整備    

局所轄河川事務所と緊密な連絡措置を講ずるものとする。 

（３）現地指導班（土木事務所）の対応 

      上記（１）、（２）の報告を受けた現地指導班長は、水防本部に報告すること。また、水防第１信

号、第２信号については、Ｐ56 を、水防警報第２段階、第３段階についてはＰ33 を参照すること。 

 

  ４．巡視及び警戒 

（１）巡視 

① 水防管理団体（市町村） 

水防法第９条に基づき、水防管理者は平時に２km毎に１人の基準で巡視員を設け随時区域内を

巡視させ、水防上危険であると認められる箇所があるときは、所轄土木事務所に連絡すること。 

    ② 県水防本部現地指導班（土木事務所等） 

水防管理者から水防上危険であると認められる箇所がある旨報告を受けたとき、現地指導班長

（土木事務所長）は、一級河川のうち国管理区間については、その旨を速やかに近畿地方整備局所 

轄河川事務所に連絡しなければならない。 

（２）警戒 

① 水防管理団体（市町村） 

ア 水防管理者は、水防団待機水位(通報水位)に達したとき堤防、溜池、調整池、井堰、排水

門･取水門等にも巡視連絡員を置き、異常を発見した場合は直ちに所轄土木事務所に報告す

るとともに水防活動を開始する。 

イ 水防法第 22 条に基づき水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長

に対して警察官又は警察職員の出動を求めることができる。 

② 県水防本部現地指導班（土木事務所等） 

ア 現地指導班長（土木事務所長）は水防管理者から前項の異常を発見した旨、報告を受けた

とき、水防本部に報告するとともに一級河川のうち国管理区間については、近畿地方整備局

所轄河川事務所に連絡しなければならない。  

イ 現地指導班長（土木事務所長）は気象、水位、雨量等によって洪水のおそれがあると認め

るときは、その状況を所轄区域内の水防管理者、量水標管理者に急報するとともに、担当員
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を現場に派遣して水防の指導に当たらせるものとする。 

ウ 現地指導班長（土木事務所長）は、氾濫注意水位に達した河川、当該河川の工事中箇所、 

その他特に重要な水防箇所等については、水防管理団体の巡視連絡員に加え適時担当者を現 

場の巡視に当たらせるものとする。 

エ 現地指導班長（土木事務所長）は、下流にある現地指導班長に氾濫注意水位(警戒水位)を

通知し、下流にある現地指導班の水防に協力するものとする。 

オ 現地指導班長（土木事務所長）は、一級河川のうち国管理区間については、近畿地方整備

局所轄河川事務所と緊密な連絡措置を講じるものとする。 

 

５．災害補償  

水防管理団体は、水防法第6条の２並びに第45条に基づき災害補償の条例を定めなければならない。 

 

６．緊急通行 

（１）緊急通行 

水防のため緊急の必要がある場所に赴くときは、水防団長、水防団員及び消防機関に属する者

並びに水防管理者から委任を受けた者は一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない

空地及び水面を通行することができる。 

（２）損失補償 

水防のため緊急通行の権限を行使することにより損失を受けた者に対し、時価によりその損失

を補償するものとする。 

 

第８章  雨量・水位の通報 

１．雨量の通報 

  水防本部は、管下各現地指導班長と緊密な連絡をとり、奈良県所轄の雨量を次のとおり報告させる。 

（１）報告とその間隔 

      １時間雨量が 20mm 又は 24 時間雨量が 80mm に達したとき、又は県水防本部が設置されたとき以

降は１時間毎に状況を報告する。 

（２）報告様式 

   報告は、主に奈良県河川情報システムにより行うこととするが、システム作動に異常がある場合

等は、電話、奈良県防災行政通信ネットワークによって通知するものとする。 

（３）注意報及び警報に資するため雨量観測資料を必要に応じ奈良地方気象台に通報する。 

２．水位の通報 

水防管理団体の管理者又は奈良県所属の河川水位観測者は、増水のおそれがあるときは水位の変動に
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注意し、以下の各項に該当する場合は、直ちに管轄現地指導班長に報告しなければならない。（水防法

第 12条）また、現地指導班長は次の報告を受けた場合は、直ちに水防本部に連絡をとるものとする。 

（１）報告とその間隔  

ア 県水防本部設置時の水位から解散時までの毎正時 

イ 水防団待機水位(通報水位)に達したとき 

ウ 氾濫注意水位(警戒水位)に達したとき 

エ 避難判断水位に達したとき 

オ 氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)に達したとき 

カ 氾濫危険水位(洪水特別警戒水位)を下ったとき 

キ 避難判断水位を下ったとき 

ク 氾濫注意水位(警戒水位)を下ったとき 

ケ 水防団待機水位(通報水位)を下ったとき 

（２）報告様式 

   水位は観測場所、日時、水位を主に奈良県河川情報システムで行うこととするが、システム作動

に異常がある場合等は、電話、奈良県防災行政通信ネットワークにて報告するものとする。 

 

３．情報交換の徹底 

（１）各現地指導班長は、進んで水防本部と連絡をとり、常に的確な気象状況の把握に努めるとともに、

管下雨量水位観測者から正確な資料を敏速に入手しなければならない。 

（２）現地指導班長と水防管理者及び上下流現地指導班長は、相互連絡を密にし、必要な降雨、水位状

況の情報交換（洪水対応ホットライン等）に努めなければならない。 

※洪水対応ホットラインとは危険水位超過時及び洪水被害等の情報を確認した時に、現地指導班長

から水防管理者に対し、直接電話により情報伝達する仕組みである。 

（３）情報交換における送受信処理は、迅速かつ正確に行われるよう班長が担当を定めること。また、  

送受信は電話、ＦＡＸ、奈良県防災行政通信ネットワークにて行うものとし、送受信の記録（送受

信者名、送受信日時等）は必ず行うこと。 

（４）水防管理者は、現地指導班長からの降雨、水位情報並びに自ら観測した降雨、水位状況等につい

て、必要な情報を住民、消防署（団）、井堰・排水門・取水門扉等管理者、その他関係機関に対し

通知しなければならない。 

（５）住民において、異常に強い降雨、著しい水位の増加がみられた場合、住民はすみやかに水防管理

団体等水防機関に対し通報しなければならない。 

（６）奈良県の観測結果及び近畿地方整備局の観測結果について、通報の依頼があった場合には相互に

情報の交換を行うものとする。 
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第９章  水防警報及び氾濫警戒情報 

 

１．水防警報 

 国土交通大臣又は知事がそれぞれの指定する河川（水防警報河川）で洪水等による災害が発生するお

それがあるとき、水防活動を必要とする旨の警告を発するもので、国土交通大臣又は知事が発表する。 

 

（１）知事の発する水防警報 

① 対象河川（水防警報河川）（奈良県知事の指定する河川参照） 

  ② 水防警報の発表基準 

階 級 警報の種類 内  容  及  び  時  期 

第 １ 段 階          待 機    水防機関の出動のため待機を目的とするもので、気象予報の内容、

又は上流の降雨状況により行う。 

第 ２ 段 階         準 備              水防資機材の点検、排水門・取水門等の開閉準備、巡視の強化及び

水防機関の出動準備等に対するもので、水防団待機水位(通報水位)を

超えたとき、又は重大な水防事態の発生が予想されるときに出す。 

第 ３ 段 階  出 動   水防機関の出動の必要を警告して行うもので、氾濫注意水位(警戒水

位)を超えたとき、又は事態が切迫したときに出す。 

第 ４ 段 階 解 除   水防活動終了の通知 

適 宜 水 位   上流の雨量、水位、流量より水位の昇降、滞水時間、最高水位及び

時刻等、水防活動上必要な水位状況を通知する。 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は上記に準じて水防警報を発表する。 

 （但し、待機、準備の２段階は省略することができる。） 

③ 措置                                                                  

    ア 県水防本部 

現地指導班長（土木事務所長）は、各機関から通知される気象状況並びに河川の水位等を

判断し、管内水防管理団体と密接な連絡を保ち②の発表基準に示す事態となったとき、又は

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は速やかに水防警報河川に水防警報を発するとともに

県水防本部長、関係警察署長、関係交通機関等に通知しなければならない。 

通知を受けた県水防本部長は、国土交通省関係河川事務所長、関係現地指導班長、その他

関係機関へ通知し、現地指導班長は関係水防管理者（市町村長）、その他関係機関へ通知す

ること。 
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イ 水防管理団体 

      通知を受けた水防管理者は、住民、消防署（団）、ダム、井堰、排水門・取水門扉等管理

者（河川占用者）及び溜池管理者に通知しなければならない。 

      また、状況に応じて水防活動上必要と思われる情報を管内に周知させること。 

④ 水防警報の解除 

      現地指導班長（土木事務所長）は、事態の推移を判断して当該区域の水防警報を解除すること。

通知処理は発表時の①、②と同系統とする。 

  ⑤ 発表様式 

      情報伝達様式、基準等編 ２．参照 

 

（２）国土交通大臣の発する水防警報 

  ① 対象河川（水防警報河川） 

       国土交通大臣が水防警報を発する河川（水防警報河川）は、大和川、曽我川、佐保川、木津川、

宇陀川、名張川及び吉野川（紀の川）の７河川で、発表に際しては区間を指定して行われる。（国

土交通大臣の指定する河川参照） 

  ② 水防警報の発表基準 

    （水防警報の発表基準は各河川とも同一で次の４段階に分かれて発表される。） 

階 級 警報の種類 内     容 

第 １ 段 階           待 機   水防（消防）団員の足止めを行うことを目的とする。主として気象

予報に基づいて行う。 

第 ２ 段 階           準 備   水防資材の点検、水門等開閉準備、水防要員招集準備、巡視及び幹

部の出動等に対するもの。主として上流の雨量に基づいて行う。 

第 ３ 段 階 出 動   水防機関の出動の必要を警告して行うもの。上流の雨量または水位

に基づいて行う。 

第 ４ 段 階 解 除   水防活動終了の通知を行う。 

適 宜 水 防 情 報   上流の雨量、水位、流量より水位の昇降、滞水時間、最高水位及び

時刻等、水防活動上必要な水文状況を通知する。 

地震による堤防の漏水、沈下等の場合は上記に準じて水防警報を発表する。 

(注) 観測施設の故障、損壊等によって水防警報を発表できないときは、理由を付して関係機関に通知する。 

  ③ 水防警報の発表時期 

      水防警報の発表は、各河川とも対象区間を設定し、対象区間内の基準量水標に対して各段階ごと

におおむね次の時期に発表する。 
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大和川 宇陀川 名張川 

吉野川 

（紀の川） 
木津川 

 

番条・板東 

・保田 

 

安部田 名張 五條 岩倉 

水

防

警

報 

待  機 

氾濫注意水位

(警戒水位)に

達する約３時

間前 

同 左 

約３時間前 

同 左 

約３時間前 

同 左 

約４時間前 

同左 

約３時間前 

準  備 
〃 

約２時間前 

同 左 

約２時間前 

同 左 

約２時間前 

同 左 

約３時間前 

同左 

約２時間前 

出   動 
〃 

約１時間前 

同 左 

約１時間前 

同 左 

約１時間前 

同 左 

約２時間前 

同左 

約１時間前 

解  除 水位が氾濫注意水位(警戒水位)を下回り水防活動を必要としなくなったとき。 

水  位 適宜 

(注) 警報のうち「待機」と「準備」については省略することがある。 

  

④ 措置  

ア 県水防本部 

国土交通省各河川事務所から通知を受けた県水防本部長は、関係現地指導班長、関係水防

管理者（市町村長）、奈良地方気象台長、警察本部長、自衛隊奈良地方連絡部長、関係消防

本部、報道機関等へ通知し、現地指導班長は、関係警察署長、関係交通機関へ通知すること。 

イ 水防管理団体 

通知を受けた水防管理者は、住民、消防署（団）、ダム、井堰、排水門・取水門扉等管理

者（河川占用者）及び溜池管理者に通知すること。 

  ⑤ 発表様式 

      情報伝達様式、基準等編 ３～６．参照 

（３）河川の指定 

  水防法第 16 条に基づき、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあると認められる河川を次のと

おり定める。 

対象量 

水標 

警報 

及び情報の種類 

河川名
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① 国土交通大臣の指定する河川（国土交通省河川事務所長発表） 

河 川 名 区  域 
対象 
量水標 

水  位 
関係土木 
事務所 

大和川 左岸 

 

右岸 

磯城郡川西町大字吐田字幸エ門裏 970

番地先吐田井堰下流端から 

〃     から 

 

大阪府県界まで 

板 東 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

計画高水位 

2.00 

3.00 

3.50 

4.10 

5.64 

郡 山 

高 田 

中 和 

曽我川 左岸 

  

右岸  

北葛城郡広陵町字大場 129 番の 3 地先 

県道小柳橋下流端から 

〃   から 

 

大和川合流点まで 

保 田 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

計画高水位 

2.00 

3.00 

4.00 

5.20 

5.94 

高 田 

佐保川 左岸 

右岸 

秋篠川の合流点から 

    〃 

 大和川合流点まで 

番 条 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

計画高水位 

1.00 

2.40 

2.70 

3.20 

3.92 

奈 良 

郡 山 

宇陀川 左岸 

右岸  

宇陀市室生大野 1469 番地先から 

     〃       3846 番地先から 

                   三重県界まで 

安部田 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

計画高水位 

2.00 

3.50 

7.30 

宇 陀 

名張川   

左岸 

右岸 

三重県界から 

山辺郡山添村吉田 1133 番地の２地先まで 

     〃    広瀬 1584     〃 まで 

名 張 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

計画高水位 

4.50 

6.00 

6.80 

7.60 

7.99 

奈 良 

吉野川 

(紀の川) 

左岸 

右岸 

五條市野原東４丁目 266 番地先から 

 〃  小島町 550 番１地先から 

和歌山県界まで 

五 條 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

5.00 

7.50 

7.80 

8.10 

五 條 

木津川 左岸 

  

右岸  

三重県伊賀市大内字川原から笠置大橋まで 

(京都府相楽郡笠置町大字笠置小字浜地先) 

三重県伊賀市守田町字荒内大内橋から 

笠置大橋まで 

(京都府相楽郡笠置町大字笠置小字西通り地先) 

岩  倉 水防団待機水位  

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

計画高水位 

4.50 

6.00 

6.70 

7.70 

10.50 

奈 良 
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②奈良県知事の指定する河川（県土木事務所長発表）  

河 川 名 区   域 
対象 
量水標 

水  位 
関係土木 
事務所 

関係 
市町村 

大和川 左岸 

右岸 

桜井市粟殿      

桜井市金屋     

西日本旅客鉄道桜井線鉄橋から 

 

国土交通大臣が水防警報を行う 

指定河川との境界まで 

庵治 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.60  

2.30  

2.60  

3.60  

奈良 

郡山 

中和 

天理市 

大和郡山市 

川西町 

田原本町 

豊田 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.20  

2.40  

2.40  

3.10  

奈良 

中和 

天理市 

田原本町 

桜井市 

黒崎 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.10  

1.60  

1.60  

1.70  

中和 桜井市 

佐保川 左岸 

右岸 

奈良市川上町大字鳥の坪 91 番地から 

   〃    大字戒子の前 369 番地から 

 

国土交通大臣が水防警報を行う 

指定河川との境界まで 

法蓮 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.70  

1.20  

1.20  

1.60  

奈良 

郡山 

奈良市 

大和郡山市 

富雄川 左岸 

右岸 

奈良市二名平野       

奈良市二名           

奈良市と生駒市の境界から 

 

大和川合流点まで 

高安 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.40  

2.10  

2.10  

2.60  

郡山 斑鳩町 

安堵町 

石木 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.00  

1.70  

1.70  

1.80  

奈良 

郡山 

奈良市 

大和郡山市 

斑鳩町 

安堵町 

高山 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.90  

1.50  

1.90  

2.20  

奈良 奈良市 

地蔵院川 左岸 

右岸 

奈良市藤原町十六橋から 

    〃      から 

 

佐保川合流点まで 

下三橋 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.20  

1.90  

1.90  

2.20  

奈良 

郡山 

奈良市 

大和郡山市 

横井 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.70  

1.30  

1.30  

1.40  

奈良  奈良市 

秋篠川 左岸 

右岸 

奈良市中山町            

   〃 学園朝日元町      

秋篠川上流端から 

 

佐保川合流点まで 

秋篠  水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.10  

2.10  

2.10  

2.20  

奈良 

郡山 

奈良市 

大和郡山市 
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河 川 名 区   域 
対象 
量水標 

水  位 
関係土木 
事務所 

関係 
市町村 

岩井川  左岸 

右岸 

奈良市鹿野園町馬渡橋上流付近から 

     〃        から 

 

佐保川合流点まで 

八条 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.00  

2.70  

3.40  

4.40  

奈良 奈良市 

能登川 左岸 

右岸 

奈良市高畑町市道橋から 

   〃     から 

 

岩井川合流点まで 

南京終 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.80  

1.10  

1.10  

1.40  

奈良 奈良市 

高瀬川 左岸 

右岸 

天理市櫟本町   

   〃       

知事が定める重要水防箇所上流端から 

 

天理市と大和郡山市との境界まで 

横田 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.50  

2.10  

2.10  

2.20  

奈良 

郡山 

天理市 

大和郡山市 

布留川 左岸 

右岸 

天理市丹波市町        

  〃 川原城町         

布留川北流分派点から 

 

 布留川南流合流点まで 

天理  水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.00  

1.60  

1.60  

1.90  

奈良 天理市 

竜田川 左岸 

右岸 

生駒市谷田町 近鉄奈良線鉄橋から 

     〃      〃   から 

 

大和川合流点まで 

平群 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.10  

2.20  

3.50  

3.90  

郡山 平群町 

斑鳩町 

壱分 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.00  

1.80  

1.80  

2.10  

郡山 生駒市 

谷田  水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.60  

1.10  

1.10  

1.70  

郡山 生駒市 

葛城川 左岸 

右岸 

御所市御所     

御所市蛇穴 

端駈橋から 

 

曽我川合流点まで 

広瀬 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.10  

2.50  

2.50  

3.50  

高田  広陵町 

曲川 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.90  

2.40  

2.50  

2.90  

高田 

中和 

大和高田市 

御所市 

葛城市 

橿原市 

御所  水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.30  

1.80  

1.80  

2.30  

高田 葛城市 

御所市 
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河 川 名 区   域 
対象 

量水標 
水  位 

関係土木 

事務所 

関係 

市町村 

高田川 左岸 

右岸 

葛城市北花内 近鉄御所線鉄橋から 

   〃       〃  から 

 曽我川合流点まで 

磐築橋 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.80  

2.60  

2.60  

3.00  

高田 大和高田市 

葛城市 

広陵町 

河合町 

曽我川 左岸 

右岸 

御所市戸毛 台橋から 

  〃   〃 から 

 

国土交通大臣が水防警報を行う 

指定河川との境界まで 

西但馬 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位  

2.90  

3.80  

5.30  

6.00  

高田 

中和 

大和高田市 

広陵町 

三宅町 

田原本町 

橿原市 

曽我 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.30  

2.60  

2.90  

3.60  

高田 

中和 

大和高田市 

橿原市 

車木 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.10  

1.30  

1.50  

2.00  

高田 

中和 

大和高田市 

御所市 

橿原市 

高取町 

古瀬 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.10  

1.80  

2.00  

2.50  

高田 

中和 

御所市 

高取町 

葛下川 左岸 

 

右岸 

大和高田市野口町 577 番地 

           野口大橋から 

    〃       〃 から 

 

 大和川合流点まで 

薬井 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.00  

3.10  

4.00  

4.50  

高田 王寺町 

河合町 

上中 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.50  

2.50  

3.60  

4.10  

高田 香芝市 

上牧町 

王寺町 

瓦口 水防団待機水位

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.60 

1.10  

1.20  

1.70  

高田 大和高田市 

香芝市 

高取川 左岸 

 

右岸 

高市郡明日香村大字檜前 

知事が定める重要水防箇所上流端から 

〃               から 

 

曽我川合流点まで 

西池尻 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.70  

2.50  

2.50  

2.90  

中和 橿原市 

越 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.00  

1.50  

1.50  

2.10  

中和 明日香村 
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河 川 名 区   域 
対象 

量水標 
水  位 

関係土木 

事務所 

関係 

市町村 

飛鳥川 左岸 

右岸 

高市郡明日香村大字豊浦      

    〃     大字飛鳥      

甘樫橋から 

 

 大和川合流点まで 

東但馬 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.90  

2.70  

2.70  

3.20  

中和 

郡山 

川西町 

三宅町 

田原本町 

安堵町 

今井 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.60  

2.70  

2.70  

2.80  

中和 橿原市 

田原本町 

明日香村 

飛鳥 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.70  

1.30  

1.30  

1.80  

中和 橿原市 

明日香村 

寺川 左岸 

右岸 

桜井市河西 天満橋から 

     〃   から 

 

 大和川合流点まで 

結崎 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.40  

3.80  

3.80  

4.20  

奈良 

中和 

天理市 

川西町 

三宅町 

田原本町 

秦庄 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.40  

2.80  

2.80  

3.30  

中和 田原本町 

橿原市 

十市 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.10  

1.80  

1.80  

2.30  

中和 橿原市 

桜井市 

磐余 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.50  

0.80  

0.80  

1.30  

中和 桜井市 

米川 左岸 

右岸 

橿原市膳夫町 充満橋から 

       〃     から 

 

寺川合流点まで 

新賀 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.60  

2.40  

2.40  

2.80  

中和 橿原市 

宇陀川 左岸 

右岸 

宇陀市大宇陀大東 大東橋から 

         〃     から 

 

 内牧川合流点まで 

萩原 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.70  

2.80  

3.40  

4.20  

宇陀 宇陀市 

西山 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.30  

1.70  

1.70  

1.80  

宇陀  宇陀市 
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河 川 名 区   域 
対象 

量水標 
水  位 

関係土木 

事務所 

関係 

市町村 

芳野川 左岸 

右岸 

宇陀市菟田野松井 宇賀志川合流点から 

   〃      〃     から 

 

 平成 17 年 12 月 31 日における 

宇陀郡菟田野町と榛原町との境界まで 

岩崎 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

0.90  

1.90  

1.90  

2.00  

宇陀 宇陀市 

吉野川 

(紀の川) 

左岸 

 

右岸 

吉野郡吉野町南国栖 

   吉野町と川上村の境界から 

      〃      から 

 

国土交通大臣が水防警報を行う 

指定河川との境界まで 

衣引 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

4.30  

7.40  

10.70  

11.40  

吉野 吉野町 

菜摘 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.80  

4.80  

6.20  

7.20  

吉野 吉野町 

上市 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

3.50  

5.40  

5.40  

6.10  

吉野 吉野町 

大淀町 

下市町 

下渕 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

4.90  

7.40  

9.20  

10.10  

五條 

吉野 

五條市 

大淀町 

下市町 

栄山寺 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.90  

6.20  

8.10  

8.80  

五條 五條市 

丹生川 左岸 

右岸 

五條市西吉野町十日市 

      〃       

五條市と下市町との境界から 

 

 紀の川合流点まで 

城戸 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.50  

3.90  

4.30  

5.50  

 五  條  五條市 

貝原 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

1.60  

3.20  

3.20  

3.30  

 五  條  五條市 

高見川 左岸 

右岸 

吉野郡吉野町南国栖 

  〃 

知事が定める重要水防箇所上流端から 

 

 紀の川合流点まで 

小川 水防団待機水位 

氾濫注意水位 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

2.20  

3.30  

3.30  

4.20  

吉野 

宇陀 

吉野町 

東吉野村 

 

41



（４）水防警報の通知（国土交通大臣）

① 大和川・曽我川・佐保川

※：一斉通信システム

警察本部（警備課)
（N）0742-23-0110

奈良地方気象台
（N）0742-22-2555

奈良県広域消防組合消防本部

流域下水道センター
浄化センター
第２浄化センター

県庁内関係課

自衛隊第４施設団
(0774)44-0001 

報道機関等

大和川河川事務所
本部（情報班）

（ﾏ）86-753-510～514
（N）072-971- 1381
（FAX) 072-972-3655
（ﾒ) kkr-kf-bousai

yamato@mlit.go.jp

奈良県水防本部（河川整備課）
（N）0742-27-7504
（FAX）0742-22-1399 
（ﾏ）86-769-9047
（ﾒ）river-29@m4.kcn.ne.jp

奈 良 市
大和郡山市
三 郷 町
斑 鳩 町
安 堵 町
川 西 町
三 宅 町
王 寺 町
広 陵 町
河 合 町

奈良土木事務所
TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

郡山土木事務所
TEL 0743-51-0201
FAX 0743-55-3762

高田土木事務所
TEL 0745-52-6144
FAX 0745-25-0480

中和土木事務所
TEL 0744-48-3070
FAX 0744-48-3134

河川情報センター
関係警察署
関係交通機関等

Ａ

は補助通知系統

Ａ：住民・消防団・ダム・排水門・取水門扉等管理者（河川占用者）・溜池管理者

TEL､FAX

FAX

※

※

※

※

※or FAX
※

(必要に応じ)

※

※

奈良市消防局（佐保川のみ）
※
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奈良地方気象台

（N）0742-22-2555 自衛隊第４施設団

(0774)44-0001

報道機関等

奈良県水防本部

（河川整備課）

（N）0742-27-7504  

（FAX）0742-22-1399

（マ）86-769-9047

（メ）river-29@m4.kcn.ne.jp

木津川上流河川事務所

調査課

（ﾏ）86-791-354

（ﾒ）kkr-kt-chous02@

mlit.go.jp

奈良土木事務所
TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

宇陀土木事務所
TEL 0745-84-9522
FAX 0745-84-2154

奈良市

山添村

宇陀市

関係警察署
関係交通機関等

河川情報センター

※

※

（必要に応じ）

※or FAX

TEL､FAX

FAX

警察本部（警備課)

（N）0742-23-0110

(内)5527

宇陀川浄化センター

県庁内関係課

Ａ

※
※

※

奈良県広域消防組合消防本部
※

②宇陀川・名張川･木津川

※：一斉通信システム

③紀の川

※：一斉通信システム

警察本部（警備課)

（N）0742-23-0110

(内)5527

奈良地方気象台

（N）0742-22-2555

吉野川浄化センター

県庁内関係課

自衛隊第４施設団

(0774)44-0001

報道機関等

奈良県水防本部

（河川整備課）

（N）0742-27-7504  

（FAX）0742-22-1399

（ﾏ）86-769-9047

（ﾒ）river-29@m4.kcn.ne.jp

和歌山河川国道事務所
河川管理課
（N）073-402-0267
（ﾏ）86-771-331,350

五條土木事務所

TEL 0747-23-1151

FAX 0747-22-7922

吉野土木事務所

TEL 0746-32-4051

FAX 0746-32-0436

五條市

（大淀町）

（下市町）

（吉野町）

（川上村）

関係警察署
関係交通機関等

河川情報センター

Ａ

奈良県広域消防組合消防本部

※
（必要に応じ）

※or FAX

※
※

※

※

FAX ※

TEL､FAX

( )内は必要に応じ

は補助通知系統
Ａ：住民・消防署（団）・排水門・取水門扉等管理者（河川占用者）・溜池管理者

奈良市消防局（木津川のみ）
※
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（５）水防警報の通知（知事）

①大和川水系各河川

※：一斉通信システム

警察本部（警備課)
（N）0742-23-0110

(内)5527

奈良地方気象台
(N）0742-22-2555

大和川河川事務所本部
（情報班）
（N）072-971-1381
（ﾏ）86-753-510～514
（ﾒ）kkr-kf-bousai

yamato@mlit.go.jp

流域下水道センター
浄化センター
第２浄化センター

県庁内関係課

自衛隊第４施設団
(0774)44-0001

報道機関等

奈良県広域消防組合消防本部

奈良県水防本部（河川整備課）
（N）0742-27-7504
（FAX）0742-22-1399
（ﾏ）86-769-9047
（ﾒ）river-29@m4.kcn.ne.jp

発表（関係）土木事務所

奈良土木事務所
TEL 0742-23-8011
FAX 0742-27-0341

郡山土木事務所
TEL 0743-51-0201
FAX 0743-55-3762

高田土木事務所
TEL 0745-52-6144
FAX 0745-25-0480

中和土木事所
TEL 0744-48-3070
FAX 0744-48-3134

関係警察署
関係交通機関等

奈良市 大和高田市 桜井市

天理市 御所市 橿原市

大和郡山市 香芝市 高取町

生駒市 葛城市 明日香村

平群町 上牧町 川西町

三郷町 王寺町 三宅町

斑鳩町 広陵町 田原本町

安堵町 河合町

Ａ

FAX

※

※

※

※

※or FAX

FAX

(必要に応じ)

※

※

Ａ：住民・消防団・ダム・排水門・取水門扉等管理者（河川占用者）・溜池管理者

奈良市消防局

生駒市消防本部
※

※

※
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②淀川水系各河川

※：一斉通信システム

警察本部（警備課)
（N）0742-23-0110

(内)5527

奈良地方気象台
（N）0742-22-2555

木津川上流河川事務所
調査課

FAX 86-791-403

宇陀川浄化センター

県庁内関係課

自衛隊第４施設団
(0774)44-0001 

報道機関等

関係土木事務所
（奈良土木事務所）

TEL 0742-23-8011   
FAX 0742-27-0341

関係警察署
関係交通機関等

奈良県水防本部
（河川整備課）
（N）0742-27-7504
（FAX）0742-22-1399
（ﾒ）river-29@m4.kcn.ne.jp

発表土木事務所
（宇陀土木事務所）

TEL:0745-84-9522
FAX 0745-84-2154

Ａ

宇陀市

曽爾村

御杖村

FAX

※

※

※

※

※or FAX

(必要に応じ)

※

Ａ：住民・消防団・ダム・井堰・排水門・取水門扉等管理者（河川占用者）・溜池管理者

奈良県広域消防組合消防本部
※

奈良市消防局
※

FAX

※

※
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③紀の川水系各河川

※：一斉通信システム

警察本部（警備課)
（N）0742-23-0110

(内)5527

奈良地方気象台
（N）0742-22-2555

和歌山河川国道事務所（河川管理課）
FAX:(ﾏ）86-771-331  

（N）073-402-0267

吉野川浄化センター

県庁内関係課

自衛隊第４施設団
(0774)44-0001 

報道機関等

奈良県水防本部
（河川整備課）
（N）0742-27-7504
（FAX）0742-22-1399
（ﾒ）river-29@m4.kcn.ne.jp

発表（関係）土木事務所

吉野土木事務所
TEL 0746-32-4051
FAX 0746-32-0436

五條土木事務所
TEL 0747-23-1151
FAX 0747-22-7922

宇陀土木事務所
TEL 0745-84-9522
FAX 0745-84-2154

関係警察署
関係交通機関等

Ａ

宇陀市

東吉野村

吉野町

大淀町

下市町

黒滝村

川上村

五條市FAX

※

※

※

※

※or FAX

(必要に応じ)

※

※

Ａ：住民・消防団・ダム・排水門・取水門扉等管理者（河川占用者）・溜池管理者

(注) 発表土木事務所は管内の関係水防管理団体・警察署・交通機関等へ通報する。
発表土木事務所から通報を受けた水防本部は関係土木事務所・水防管理団体へ連絡する。
関係土木事務所は管内の関係警察署・交通機関等へ連絡すること。

奈良県広域消防組合消防本部
※

FAX
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２．水位周知河川における水位到達情報

（１）国土交通大臣が指定した河川

知事は、国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣から氾濫危険水位（法第13条に規

定される洪水特別警戒水位）到達情報の通知を受けたときは、その旨を水防管理者（市町村長）

及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させ

るものとする。

①対象河川

国土交通大臣の指定する河川（国土交通省河川事務所長発表）

曽我川、佐保川

②伝達経路

水防警報と同様の経路で伝達する（第9章、１の(4)参照）。

更に、水防法13条の３に基づき、国土交通省河川事務所より市町村へ直接通知される。

③発表様式

情報伝達様式、基準等編 ３．参照

（２）知事が指定した河川

知事は、自らが指定した河川について、水位が氾濫危険水位（法第13条に規定される洪水特別

警戒水位）に達したときは、その旨を水防管理者（市町村長）及び量水標管理者に通知するとと

もに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知させるものとする。

①対象河川

奈良県知事の指定する河川（県土木事務所長発表）

大和川水系18河川 … 大和川・葛下川・竜田川・富雄川・曽我川・高田川・葛城川

高取川・飛鳥川・寺川・佐保川・高瀬川・秋篠川・布留川・米川・地蔵院川

岩井川・能登川

紀の川水系3河川 … 紀の川・丹生川・高見川

淀川水系2河川 … 宇陀川・芳野川

（第9章、1の(3)の②参照）

②伝達経路

水防警報と同様の経路で伝達する（第9章、１の(5)参照）。

③発表様式

情報伝達様式、基準等編 ２．参照
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水防団待機水位、氾濫注意水位、避難判断水位、氾濫危険水位

水防団待機水位
各水防機関が水防
体制に入る水位

氾濫注意水位

高齢者等避難開始の発表の
目安水位になる水位

避難判断水位

避難指示の発令判断の
目安になる水位

氾濫危険水位

水防団の出動の目安にな
る水位

普段の水位

３．洪水予報河川における洪水予報

知事は、国土交通大臣が指定した河川（洪水予報河川）について洪水予報の通知を受け

たときは、水防管理者（市町村長）及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機

関の協力を求めて、これを一般に周知するものとする。

（１）発表する情報の種類、発表基準

洪水予報の種類等とそれぞれの発表基準（臨時の洪水情報は除く）は、次表を基本とする。

臨時の洪水予報については、氾濫発生情報、氾濫危険情報または氾濫警戒情報の発表中

等に、今後河川氾濫の危険性が高い場合において、発表されている大雨特別警戒の警報等

への切り替え時に河川氾濫に関する情報として発表する物とする
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種類 情報名 発表基準

「洪水警報(発表)」

又は

「洪水警報」

「氾濫発生情報」 ・氾濫が発生したとき

・氾濫が継続しているとき

「氾濫危険情報」 ・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、

さらに水位の上昇が見込まれるとき

・氾濫危険水位に到達したとき

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき

「氾濫警戒情報」 ・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると

見込まれるとき

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったと

き（避難判断水位を下回った場合を除く）

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位

の上昇の可能性がなくなった場合を除く）

「洪水注意報(発表)」

又は

「洪水注意報」

「氾濫注意情報」 ・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態

が継続しているとき

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれ

ないとき

「洪水注意報

（警報解除）」

「氾濫注意情報

(警戒情報解除）」

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判

断水位を下回った場合（氾濫注意水位を下回った場

合を除く）

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなく

なったとき（氾濫危険水位に達した場合を除く）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」 ・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表

中に、氾濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくな

ったとき

注 ：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上
この表によらずに洪水予報を発表することができる。

（２）発表様式

情報伝達様式、基準等編 ２．参照
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（３）国土交通省と気象庁が共同で行う洪水予報

ア．大和川上流洪水予報

①洪水予報実施区域

河 川 名 予報区域名 区 域
洪水予報
基準地点

大 和 川 大和川上流
奈良県磯城郡川西町大字吐田字幸エ門裏970番
地先吐田井堰下流端から奈良・大阪府県境まで

板 東

②大和川洪水予報通信連絡系統図（奈良県関係）

奈良県（河川整備課）
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399
ﾏｲｸﾛ 86-769-9049

土木事務所
（奈良、郡山、高田、中和）

陸上自衛隊第３師団司令部
(第２部)
TEL､FAX 0727-81-0021㈹

(内3223)(夜内3309)

大和川河川事務所
本部（情報班）
072-971-1381
（内510～514)
ﾏｲｸﾛ 86-753-510～514

近畿地方整備局
（水災害予報センター）
06-6942-1141㈹

(内3866)
06-6944-8853(直)
06-6942-1191(夜直)

大阪管区気象台
気象防災部予報課

TEL 06-6949-6303
FAX 06-6941-1846
警電 4968

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555
FAX 0742-22-2542

奈良県防災統括室
TEL 0742-27-7006､8425
FAX 0742-23-9244

奈良県警察本部
(警備課)

TEL 0742-23-0110
(内)5805

FAX 0742-23-1250

奈良国道事務所
TEL 0742-33-1391
FAX 0742-36-3765

各報道機関

大和郡山市市民安全課 TEL 0743-52-4117、FAX 0743-53-1049

天理市防災安全課 TEL 0743-63-1001、FAX 0743-62-0100

三郷町総務課 TEL 0745-43-7311、FAX 0745-73-6334

斑鳩町総務部安心安全課 TEL 0745-74-1001、FAX 0745-74-1011

安堵町危機管理課 TEL 0743-57-1511、FAX 0743-57-1525

川西町まちマネジメント課
TEL 0745-44-2211、FAX 0745-44-4734

三宅町まちづくり推進部土木管理課
TEL 0745-44-3076、FAX 0745-43-0922

王寺町危機管理室 TEL 0745-73-2001、FAX 0745-32-6447

広陵町環境・安全安心課 TEL 0745-55-1001、FAX 0745-55-1009

河合町安心安全推進課 TEL 0745-57-0200、FAX 0745-56-4007

：専用回線 ：専用回線以外(水防法13条の通知)

：専用回線以外 ※：必要に応じて連絡

※

共同
発表

奈良県広域消防組合消防本部

NHK大阪放送局
TEL 06-6937-3106
FAX 06-6942-6626

NHK奈良放送局
TEL 0742-27-5902
FAX 0742-23-6845
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イ．紀の川洪水予報

①洪水予報実施区域

河 川 区 域

紀 の 川 幹川 左 岸 奈良県五條市野原東4丁目266番地先
から海まで

右 岸 奈良県五條市小島町550番１地先

②紀の川洪水予報連絡会連絡系統図（奈良県関係）

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555
FAX 0742-22-2542

和歌山地方気象台
TEL 073-422-1328
FAX 073-435-3132

近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所

TEL 073-402-0267
FAX 073-427-1859

奈良県警察本部
TEL 0742-23-0110
FAX 0742-23-1250

奈良県防災統括室
TEL 0742-27-7006,8425
FAX 0742-23-9244

ＮＨＫ奈良放送局
TEL 0742-27-5902
FAX 0742-23-6845

東日本電信電話株式会社
又は

西日本電信電話株式会社
設備部 災害対策担当
TEL  0742-36-8500

近畿地方整備局
水災害予報センター

TEL 06-6942-1141
FAX 06-6944-8854

紀の川ダム統合管理事務所
TEL 0747-25-3013
FAX 0747-25-4419

奈良県（河川整備課）
TEL 0742-27-7504
FAX 0742-22-1399

五條市役所
TEL 0747-22-4001
FAX 0747-25-0211

五條土木事務所
TEL 0747-23-1151
FAX 0747-22-7922

奈良県建設業協会
五條支部

TEL 0747-22-2187
FAX 0747-25-2493

共同
発表

必要の都度

警報
のみ

は補助連絡系統

奈良県広域消防組合消防本部

奈良国道事務所
TEL 0742-33-1391
FAX 0742-36-3765

各報道機関

NHK大阪放送局
TEL 06-6937ｰ3106
FAX 06-6942-6626
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ウ．名張川・宇陀川洪水予報

①洪水予報実施区域

河 川
実 施 区 域

上 流 端 下 流 端

名 張 川
左岸 三重県名張市大字下比奈知

松尾411番地地先
右岸 三重県名張市大字下比奈知

下垣内1186番地地先

左岸 奈良県山辺郡山添村吉田
1133番の２地先

右岸 三重県伊賀市大滝
970番地地先

宇 陀 川

左岸 奈良県宇陀市室生大野
1469番地地先

右岸 奈良県宇陀市室生大野
3846番地地先

名張川合流点

②名張川・宇陀川洪水予報通信連絡系統図（奈良県関係）

木津川上流河川事務所
（調査課）
TEL 0595-63-1611
FAX 0595-64-1238

淀川ダム統合管理事務所

TEL 072-856-3131

ﾏｲｸﾛ 86-751-281

大阪管区気象台
TEL 06-6949-6303
FAX 06-6941-1846

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555   
FAX 0742-22-2542

近畿地方整備局

水災害予報センター

TEL 06-6942-1141(代表)

TEL 06-6944-8853(直通)

TEL 06-6942-1191(夜直)

ﾏｲｸﾛ 86-3866 

奈良県（河川整備課）
TEL 0742-27-7504  
FAX 0742-22-1399   

奈良土木事務所
TEL 0742-23-8011                                 
FAX 0742-27-0341                                                 

宇陀土木事務所
TEL 0745-84-9522 
FAX 0745-84-2154 

奈良県警察本部
（警備課）
TEL 0742-23-0110
FAX 0742-23-1250  

山添村
TEL 0743-85-0041  
FAX 0743-85-0219

宇陀市
TEL 0745-82-1304
FAX 0745-82-3900

共同
発表

奈良市
TEL 0742-34-4930   
FAX 0742-35-3635  

奈良県広域消防組合消防本部

奈良県防災統括室
TEL 0742-27-7006,8425
FAX 0742-23-9244

ＮＨＫ奈良放送局
TEL 0742-27-5902
FAX 0742-23-6845

奈良国道事務所
TEL 0742-33-1391
FAX 0742-36-3765

各報道機関

NHK大阪放送局
TEL 06-6937-3106
FAX 06-6942-6626
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エ．木津川洪水予報

①洪水予報実施区域

河 川
実 施 区 域

上 流 端 下 流 端

木津川

左岸 三重県伊賀市大内字川原
2686番地の１地先

右岸 三重県伊賀市守田町荒内大内
橋地先

左岸 京都府相楽郡笠置町笠置
字野田坂１

右岸 京都府相楽郡笠置町
大字切山小字宮毛３

②木津川洪水予報通信連絡系統図（奈良県関係）

木津川上流河川事務所
（調査課）
TEL 0595-63-1611

FAX 0595-64-1238

淀川ダム統合管理事務所

TEL 072-856-3131

ﾏｲｸﾛ 86-751-281

大阪管区気象台
TEL 06-6949-6303
FAX 06-6941-1846

奈良地方気象台
TEL 0742-22-2555   
FAX 0742-22-2542

近畿地方整備局

水災害予報センター

TEL 06-6942-1141(代表)

TEL 06-6944-8853(直通)

TEL 06-6942-1191(夜直)

ﾏｲｸﾛ 86-3866

奈良県（河川整備課）
TEL 0742-27-7504  
FAX 0742-22-1399   

奈良土木事務所
TEL 0742-23-8011                                 
FAX 0742-27-0341                                                 

宇陀土木事務所
TEL 0745-84-9522 
FAX 0745-84-2154 

奈良県警察本部
（警備課）
TEL 0742-23-0110
FAX 0742-23-1250  

奈良市
TEL 0742-34-4930   
FAX 0742-35-3635  

共同
発表

奈良県広域消防組合消防本部

奈良県防災統括室
TEL 0742-27-7006,8425
FAX 0742-23-9244

ＮＨＫ奈良放送局
TEL 0742-27-5902
FAX 0742-23-6845

奈良国道事務所
TEL 0742-33-1391
FAX 0742-36-3765

各報道機関

ＮＨＫ大阪放送局
TEL 06-6937-3106
FAX 06-6942-6626
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第 10 章  ダム､井堰､排水門･取水門扉､調整池､溜池等の操作 

 

ダム、井堰及び排水門・取水門扉等管理者（河川占用者）、並びに調整池、溜池等管理者は、あ

らかじめ、その操作責任者及び監視員並びに連絡員等を定め、平時から工作物を点検し、増水時の

操作及び不意の増水に対して支障のないようにするとともに、気象警報注意報等が発表されたとき、

又は河川が水防団待機水位(通報水位)又はそれ相応の水位に達した場合は、水位の変動を監視し、

必要に応じて門扉等の開閉を行う。 

 なお、門扉等の操作状況及び危険が予想される場合は、その状況を水防管理者（市町村長）に通

知し、水防管理者は、河川管理者及び農村振興課長（溜池の場合）その他関係機関に通知し、相互

に密接な連絡をとり、適切な措置を講ずること。 

 この場合、ダム操作規定等の定めがあるときは、併せて所定の措置を講ずること。 

 

 

第 11 章  水防用設備、資材、器具 

 

 水防上必要な設備は水防倉庫、水防資材器具、雨量計、量水標、通信機等であって、水防管理団

体は次の基準により、これらの施設及び資材器具を準備しなければならない。 

 

１．水防倉庫、資材、器具 

（１）水防管理団体は、水防倉庫その他代用備蓄場を設け（なるべく水防活動に便利な場所を選ぶ）、

担当堤防延長に適応する資材器具を準備しておかなければならない。 

資 材 器 具 品 名 

資   材 器   具 

袋類（麻袋､ナイロン袋､かます等） 板  類 ス コ ッ プ の こ ぎ り 

杭 鉄  線 つ る は し か け や 

シ ー ト 釘 と び く ち ペ  ン  チ 

む し ろ か す が い く    わ 金   槌 

縄 蛇    籠 か       ま 懐 中 電 灯 

丸  太 
 

な    た 
 

（２）器具資材の確保と補充 

資材の確保のため水防区域近在の資材業者の手持資材量を調査しておき、緊急時の補給に備

えるとともに、器具資材の使用又は損傷により不足を生じた場合は、直ちに補充しておかなけ

ればならない。 
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（３）水防管理者は、備蓄資器材では不足するような緊急事態に際して、国の応急復旧用資器材又

は県の備蓄資器材を直轄河川事務所長又は現地指導班長の承認を受けて使用することができ

る。 

（４）県管理にかかる水防備蓄資材 

   ① 県は、水防管理団体及び水防管理団体の行う水防作業に対し、緊急応援のため、貸与の

ための水防用資材を整備する。 

   ② 現地指導班長は、非常事態に際し、水防管理者の要請によるもののうち、特に緊急なる

ものを選び最大の効果を上げられるよう貸与の適正に努めるとともに、貸与処理票等によ

り処理の適正を期し、受払簿を整理すること。 

２．雨量計 

（１）水防管理者は、区域内の適当な場所に雨量計を設け、常に降雨状況を把握するよう努めるこ

と。 

（２）県及び国が設置している雨量観測所は資料編３－(1)(2)のとおりである。 

３．量水標 

（１）水防管理者は必要に応じて区域内の適当な場所に量水標を設置するものとする。 

（２）設置場所は、夜間あるいは相当な水位に上昇しても観測可能で、観測所から速報が可能な場

所を選ぶこと。 

（３）水防団待機水位（通報水位）、氾濫注意水位（警戒水位）及び避難判断水位、氾濫危険水位

（洪水特別警戒水位）は、横に黒線で示し、水防団待機水位（通報水位）から氾濫注意水位（警

戒水位）までは無着色、氾濫注意水位（警戒水位）から避難判断水位までは黄色、避難判断水

位から氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）までは赤色、氾濫危険水位以上は黒色とし、夜光塗

料を塗布する。 

（４）県及び国が設置している量水標は資料編５－(1)(2)のとおりである。 

４．通信機 

  各水防管理団体は、停電時の情報確保のため、ラジオ等を備えるとともに、防災行政無線その

他通信機を有する団体は常に適正な運用が行えるよう運用体制及び機器の管理に努めること。 

 

 

第 12 章  輸   送 

 

 水防管理者は、あらゆる非常事態を想定し、連絡経路、資材輸送の機動力確保等について万全の

措置を講じておくとともに、あらかじめ輸送業者と輸送について協定しておくものとする。 
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第 13 章  水 防 信 号 

 

水防に用いる信号は次のとおりとする。 

  警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 

第１信号 水防機関準備 ○休止 ○休止 ○休止 

約５秒          約５秒 

○    休止 ○    休止 

約 15 秒         約 15 秒 

第２信号 水防機関出動 ○－○－○ ○－○－○ 

約５秒          約５秒 

○    休止 ○    休止 

約６秒         約６秒 

第３信号 居住者出動 ○-○-○-○ ○-○-○-○ 

約 10 秒         約 10 秒 

○    休止 ○    休止 

約５秒         約５秒 

第４信号 居住者避難 乱     打 

約１分          約１分 

○    休止 ○    休止 

約５秒         約５秒 

１. 信号は、適宜の時間継続すること。 

２. 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用すること。 

３. 危険が去ったときは、口頭伝達等により周知すること。 

４. 地震による堤防の漏水、沈下等の場合は、上記に準じて水防信号を発する。 

 

第１信号 水防団待機水位(通報水位)を超え、なお上昇のおそれがあり、巡視を強化し、資器 

      材及び排水門・取水門の開閉等、準備を行うことを知らせるもの。 

第２信号 水防団員及び消防機関に属するものが直ちに出動すべきことを知らせるもの。 

第３信号 当該水防管理団体の区域内に居住するものの出動協力を知らせるもの。 

第４信号 必要と認められる区域内の居住者に避難のため立退くべきことを知らせるもの。 
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第 14 章  決壊の通報並びに決壊後の措置 

 

 堤防その他の施設が決壊したとき、又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したときは、水防

管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、直ちにその旨所轄土木事務所及び

氾濫する方面の隣接水防管理団体等に通報しなければならない。 

 土木事務所は、水防本部、警察署その他必要な箇所に連絡するものとする。 

 また、決壊後といえどもできる限り氾濫による被害が拡大しないように努めなければならない。 

 この場合、一級河川のうち国管理区間については、近畿地方整備局所轄河川事務所と緊密な連絡

措置を講じ、緊急やむを得ないときは、水防団長又は消防機関の長若しくは土木事務所長において

臨時の措置を講ずるものとする。 

 水防本部は、決壊の通報を受けたときは速やかに県防災統括室へ通知しなければならない。 

 

第 15 章  避難のための立退 

 

１．洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、水防法第 29 条により、知事、そ 

 の命を受けた職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者に対し、避難のための立ち退き 

 を指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署 

 長にその旨を通知するものとする。 

２．水防管理者は、避難のための立ち退きを指示した場合は、その状況を現地指導班長に速やかに 

 報告し、現地指導班長は水防本部長に報告するものとする。 

３．水防管理者は、あらかじめ危険が予想される区域について、避難計画を作成し、避難場所、経 

 路、収容人員、その他必要事項を定めておくとともに、危険区域との位置関係についても確認し 

 ておくこと。 

 

第 16 章  費用負担と公用負担 

 

１．費用負担  

水防管理団体において、その管理区の水防に要する費用は水防法第 41 条により各々当該水防管

理団体が負担するものとする。 

  但し、他の水防団体に対する応援のために要する費用の負担は、応援を求めた水防団体が負担

するものとする。 

  水防管理団体の水防によって、当該水防管理団体の区域の関係市町村外の市町村が著しく利益

を受ける場合、利益を受ける市町村が当該水防に要する費用の一部を負担する。 
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２．公用負担 

（１）公用負担 

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は水防の現場

において次の権限を行使することができる。 

①必要な土地の一時使用 

②土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用 

③車両その他の運搬用機器の使用 

④排水用機器の使用 

⑤工作物その他の障害物の処分 

また、水防管理者から委任を受けた者は上記①から④（②における収用を除く。）の権限を行

使することができる。 

 

（２）公用負担の権限委任証明書 

   水防法第 28 条により公用負担の権限を行使する者は、水防管理者、水防団長又は消防機関の

長にあってはその事実を示す証明書を、その他これらの者の委任を受けたものにあっては次の

ような証明書を携行し、必要ある場合にはこれを提示しなければならない。 

 

 

公
用
負
担
の
権
限
委
任
証 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職
名
等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名 

  
 

右
の
者
に 

 
 

 
 

の
区
域
に
お
け 

る
水
防
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
権
限
行 
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を
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た
る
こ
と
を
証
明
す
る
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水
防
管
理
者
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名 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
防
団
長 

 
 
 
 

又
は 

 
 

 
 

 
 

 

㊞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消
防
機
関
の
長 
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（３）公用負担の証票 

   水防法第 28 条の規定により公用負担の権限を行使したときは、次のような証票を２通作成し

てその１通を目的物所有者、管理者、又はこれに準ずべき者に手渡さなければならない。 

 

公 用 負 担 命 令 票 

物 件 数 量 負担内容 
（使用、収用、処分等） 期 間 摘 要 

     

水防法第 28 条第 1 項により使用（収用処分）する。 

    年  月  日 

              負担者 住 所 

                      氏 名                    殿 

                                  命令者 氏 名                         印 
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第 17 章  優先通行の標識と水防職員証明 

 

１．優先通行標識 

水防法第 18 条による優先通行標識は、次のとおりである 

 標旗（昼間） 

 

※県名、水防管理団体名等を記入する。 

白地に文字は赤色とする。 

 

 

 

標灯（夜間）                 標灯（夜間）自動車ヘッドライト用 

            ※県名、水防管理団体名 

             又は水防団名を記入す 

             る。白地に文字は赤色 

             とする。 

 

                                  ※水の色は赤色と

する。 

 

２．証明書 

水防法第 49 条第 2 項にいう証明書は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

奈  良  縣 

約１ｍ 

約6
5

㎝ 

奈 良 縣 

8cm 

 第  号 
水防職員之証 

所 属 
職 名 
氏 名 
生年月日 
  本証は水防法第 49 条第 2 項の規定による立入

証 
 です。 
          年  月  日交付  
          奈良県知事    ㊞ 

心   得 
1 記入以外の者の使用を禁止します。 
2 本証の身分に変更があったときは、速やかに訂正を受

けること。 
3 本証の身分を失ったときは、直ちに返還してください。 
4 水防法(抜すい) 
  第 49 条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画

を作成するために必要があると認めるときは、関係
者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防

団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして
必要な土地に立ち入らせることができる。 

  2 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機

関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立
ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯
し、関係人の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

（表） （裏） 

水防○○ 

奈良県 

8cm 

6 ㎝ 

腕章 

8cm 

円周 33cm 
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第 18 章  水 防 解 除 

 

  水防管理者は、水位が氾濫注意水位（警戒水位）以下に減じ、水防作業及び警戒の必要がなくな

ったとき、これを一般に周知させるものとする。 

 

第 19 章  水防記録と水防報告 

 

１．水防記録 

 水防管理者は、次の記録を作成し、保管しなければならない。 

①天候の状況並びに警戒中の水位観測表 

②水防活動をした河川名及びその箇所 

③警戒出動及び解散命令の時刻 

④水防団員及び消防機関に属する者の出動時刻及び人員 

⑤水防作業の状況 

⑥堤防、その他の施設の異常の有無及びこれに対する処置とその効果 

⑦使用資材の種類及び数量並びに消耗量及び員数 

⑧法第 28 条の規定による公用負担下命の器具、資材の種類、数量及び使用場所 

⑨応援の状況 

⑩居住者出勤の状況 

⑪警察関係の援助の状況 

⑫現場指導の官公署氏名 

⑬立退きの状況及びそれを指示した理由 

⑭水防関係者の死傷 

⑮殊勲者及びその功績 

⑯殊勲水防団とその功績 

⑰今後の水防について考慮を要する点、その他水防管理団体の所見 

 

２．水防報告 

水防活動者は、水防活動が終結したときは、その状況を水防活動報告様式（情報様式編７参

照）により、水防活動実施後１０日以内に所轄土木事務所長を経由して水防本部長に報告する

ものとする。水防本部長はこれらの報告について近畿地方整備局に速やかに報告するものとす

る。 
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第 20 章  協力、応援並びに隣接府県との協定 

 

１．河川管理者の協力 

河川管理者近畿地方整備局長及び奈良県知事は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理

団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。 

 

＜河川管理者の協力が必要な事項＞ 

（１）水防管理団体に対して、河川に関する情報（水位、雨量）の提供（第８章「３．情報交換の

徹底」を参照） 

（２）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、河川管理

者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の貸与（第 11 章「１．水防倉庫、資材、器具」を参照） 

（３）堤防又はダムが決壊したとき又は越水・溢水若しくは異常な漏水が発生したとき、河川管理

者による関係者及び一般への周知（第 14 章「決壊の通報及び決壊後の措置」を参照） 

（４）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加（第 23 章「水防訓練」を参照） 

 

２．応援 

（１）水防本部長は、緊急の必要ある場合、現地指導班長へ応援その他について指示し、又は応援  

の派遣等の措置をとる。 

（２）水防管理者は、水防のため緊急の必要があるときは、他の水防管理者又は市町村若しくは消  

防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じ  

なければならない。（水防法第 23 条第 1 項） 

応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄のもとに行動す

るものとする。（水防法第 23 条第 2 項） 

なお水防管理者は、相互に水防作業、応援の派遣が円滑、迅速にできるよう近接管理団体と  

協定する。協定の内容は管轄土木事務所に一部送付する。 

（３）警察官の応援 

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して警察官の出動を求

めることができる。（水防法第 22 条） 

   なお水防管理者は、警察と連携を緊密にし、緊急事態発生の場合の混乱を防ぐものとする。 

（４）自衛隊の災害派遣要請 

天災地変その他の災害に際し県民の人命または財産の保護のため自衛隊法（昭和 29 年法律第

165 号）第 83 条の規定に基づく自衛隊の部隊等の派遣要請は次の事項に基づき実施する。 

なお、水防管理者が知事（防災統括室）に要請依頼する場合は、併せて現地指導班長に通知
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し、現地指導班長は水防本部（河川整備課）に通知すること。 

① 災害派遣の適用範囲 

ア．災害が発生し、知事が人命または財産の保護のため必要があると認めた場合の知事の

要請に基づく部隊等の派遣 

        イ．災害に際し、まさに被害が発生しようとしている場合における知事の要請を受け事態    

やむを得ないと認めたときの部隊等の派遣 

    ウ．災害に際し、その事態が突発的で特に緊急を要し、知事から派遣要請を待ついとまが    

ないと認めて、知事からの要請を待たないで第４施設団長自らの判断に基づく部隊等の

派遣 

エ．庁舎等防衛省の施設、またはその近傍に火災その他の災害が発生した場合における部    

隊等の長の自主的判断に基づく部隊等の派遣 

② 災害派遣に関する部隊等の活動 

    災害の状況、他機関等の活動状況、部隊等の人員、装備等の現況により異なるが人命救助   

を優先して次の活動を行う。 

ア．災害発生前の活動 

      偵察および連絡（班）等の派遣 

（ｱ） 偵察（班） 

第４施設団長は平時より災害派遣のための基礎的情報を収集するとともに、特に

災害発生が予想される直前の情報収集を重視し、災害発生予想地域に対し偵察班を

派遣して現地の状況を偵察させ、また関係機関等との協力を密にし有効な情報の収

集活動を実施する。 

（ｲ） 連絡（班） 

知事の要請、または第４施設団長の判断に基づき県災害対策本部に連絡班を派遣

し、情報の収集及び部隊派遣等の連絡調整を行う。 

        状況によりさらに幕僚を増派する場合もある。 

イ．出動準備態勢への移行 

            第４施設団においては、災害発生が予想される場合は部隊本部に指揮所を開設し、情

報収集等を強化するとともに、部隊の編成、器材等の準備および管理支援態勢等初動

態勢を整える。 

ウ．災害発生後の活動 

（ｱ） 被害状況からの把握 

知事等から要請があったとき、また第４施設団長が必要と認めたときは、車輌、

航空機等による被害の状況の偵察を行う。 
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（ｲ） 避難の援助 

               避難命令等により避難、立退き等が行われる場合で必要があるときは、避難者の

誘導、輸送等を行い避難を援助する。 

（ｳ） 避難者の捜索救助 

         死者、行方不明者、傷者等が発生した場合は、それらの捜索救助作業を行う。 

      （ｴ） 水防活動 

         堤防護岸等の防護および、その破壊等に対して所要の水防作業を行う。 

          （ｵ） 消防活動 

         利用可能な消火・防火用具をもって消防機関に協力し、消防活動を行う。 

          （ｶ） 道路運行、水路航行の確保 

         道路または水路等が損壊し、もしくは障害物がある場合に進路、水路の確保を図

る。 

     （ｷ） 診療、防疫、防虫害防除等の支援 

特に要請があった場合には、被災者の応急診療、防疫、防虫防除等の支援を行う。 

ただし、薬剤等は通常公共団体等の提供を受け使用する。 

     （ｸ） 通信支援  

         特に要請があった場合、または第４施設団長が認める場合は、災害派遣部隊の任

務の達成に支障をきたさない限りにおいて支援を行う。 

（ｹ） 人員及び物資の緊急輸送 

        特に要請があった場合、または第４施設団長が必要と認めた場合、救急患者、医

師、その他救助活動に必要な人員および救援物資の緊急輸送を行う。 

        この場合、航空機による輸送は特に緊急を要し、他に手段がないと認められるも

のについて上級司令部に上申申請して行う。 

     （ｺ） 炊飯及び給水の支援 

        特に要請があった場合、または第４施設団長が必要と認める場合、炊飯及び給水

の支援を行う。 

     （ｻ） 交通規制の支援 

主として自衛隊車輌の交通がふくそうする地点において自衛隊車輌を対象として

交通規制の支援を行う。 

          （ｼ） その他 

その他の臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なものについては所要の措

置をとる。 

 

64



③ 情報の交換 

    県は災害が発生し、または発生するおそれがある場合は各種情報を把握し、自衛隊と情報

の交換をするものとする。 

④ 災害派遣要請手続 

ア．自衛隊の災害派遣の要請は知事が行うものとし、市町村が派遣の必要を認めたときは、

県に要求するものとする。 

      ただし、通信の途絶等により市町村が県に対し災害派遣の要請を要求できない場合に

は、市町村長はその旨及び災害の状況を防衛大臣又は第４施設団長に対して通知するこ

とができる。 

イ．県は次の手順により災害派遣要請手続を実施するものとする。 

派遣要請先 

（ｱ） 第４施設団長（主として陸上自衛隊等に関する場合） 

京都府宇治市広野町風呂垣外１－１ 

電話 0774－44－0001（内線 233、235、212） 

（ｲ） 航空自衛隊奈良基地司令（主として航空自衛隊に関する場合） 

奈良市法華寺町 1578 

電話 0742 －33－3951 

調整先 幹部候補生学校 電話 0742－33－3951（内線 211） 

⑤ 派遣部隊等の受け入れ態勢 

自衛隊の災害派遣が決定した場合は部隊等の効果的な活動を期待するため、次により受け

入れ態勢を整えるものとする。 

ア．知事は関係機関と協議し、次の事項について計画を立てておくものとする。 

（ｱ） 部隊担任の作業計画 

（ｲ） 所要資材の確保 

（ｳ） 部隊との連絡責任者、連絡場所および方法等 

（ｴ） 宿泊施設の場所および収容能力、付帯設備等 

イ．県防災統括室は、派遣部隊の誘導、市町村およびその他関係機関等との連絡等のため

県職員を指名し派遣部隊に同行させるものとする。 

      県連絡員は、作業の状況等について県災害対策本部に報告するものとする。 

ウ．経費の負担区分 

    災害派遣部隊の活動に要する経費については、原則として市町村が負担するものとし、市

町村において負担するのが適当でないものについては県がそれぞれ負担するものとする。 

（ｱ） 災害派遣部隊の宿泊施設等の借上料、損料、光熱水費、電話料および付帯設備料。 
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（ｲ） （ｱ）に規定するもののほか必要経費で協議の整ったもの。 

⑥ 災害派遣部隊の撤収要請 

    知事は撤収要請を行う場合は、各関係機関の長および災害派遣部隊の長ならびに自衛隊連

絡班と緊急に調整し、文書をもって撤収の要請を行う。 

⑦ 市町村地域防災計画で定める事項 

災害時における自衛隊の災害派遣要請に関しては、次の事項を具体的に定めるものとする。 

ア．派遣要請方法 

イ．災害派遣部隊の受け入れ態勢 

（ｱ） 受け入れ準備の計画樹立 

ⅰ  作業計画 

ⅱ  連絡責任者の氏名 

ⅲ  宿泊施設等の準備 

（ｲ） 派遣部隊到着時の措置 

               ⅰ 派遣部隊と作業計画等の協議 

               ⅱ  県知事への報告 

ウ．派遣部隊の撤収要請  

⑧ 要請の様式 

ア．派遣要請  

文  書  番  号 

令和  年  月  日 

 陸上自衛隊第４施設団長 殿 

                                             奈 良 県 知 事 名 

自衛隊災害派遣について（要請） 

  自衛隊法第 83 条により下記のとおり災害派遣を要請します。                

        １．災害の状況および派遣を要請する。 

    ２．派遣を希望する期間 

        ３．派遣を希望する区域および活動内容 

    ４．その他参考となるべき事項 
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イ．撤収要請 

文  書  番  号 

令和  年  月  日 

 陸上自衛隊第４施設団長 殿 

                                               奈 良 県 知 事 名 

自衛隊災害派遣部隊の撤収について（要請）  

自衛隊法第 83 条により災害派遣を要請しましたが、応急作業が一応終わりましたの

で、下記のとおり撤収をお願いします。                

記 

        １．撤収要請日時 

    ２．災害派遣人員及び従事作業内容 

        ３．その他参考となるべき事項 

                                                                                                                             

３．隣接府県との協定 

（１）大阪府との協定 

      大和川上流奈良県下における水防管理者と下流大阪府下の水防管理者との間における水防上  

の情報交換応援等につき大阪府と次の協定をする。 

① 奈良県下における大和川の堤防が決壊又は水かあふれる危険がある場合は、直ちに下流関    

係水防管理者に通報するとともにその後の情報連絡をとる。 

② 前項の相互情報連絡箇所を次のとおり定める。 

連絡先 高田土木事務所（電話 0745-52-6144） 

        八尾土木事務所（電話 072-994-1515） 

③ 上下流各水防管理者から応援を求められたときは、水防法第 23 条に基づいて行動する。 

（２）和歌山県との協定 

① 奈良県下における吉野川（紀の川）の堤防が決壊又は水があふれる等の危険のある場合は、

下記連絡箇所に通報するとともにその後の情報連絡をとる。 

② 前項の相互情報連絡箇所を次のとおり定める。 

奈良県下は五條土木事務所（電話 0747-23-1151～2） 

和歌山県下は伊都振興局建設部（電話 0736-33-4934） 

③ 上下流各水防管理者から応援を求められたときは、水防法第 23 条に基づいて行動する。 
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第 21 章  通     信 

 

１． 奈良県防災行政通信ネットワークによる非常通信取り扱い   

（１）奈良県防災行政通信ネットワークシステム運用管理規定に定める方法により運用すること。 

 

２． 警察電話の使用扱い 

（１）使用範囲は水防事務に限ること。 

（２）使用方法は、県警本部又は警察署を公衆で呼び、水防事務であることを申し出て県警本部交

換を通じ水防本部に接続すること。 

 

第 22 章  水防管理団体の水防計画 

 

 水防管理団体の水防計画は、水防の目的を完全に達成するため、組織の整備、資器材、通信

施設の充実及び通信連絡方法の合理的な運用を図るとともに、特に現地に即したあらゆる事態

を想定して、具体的に定めるものであり、水防計画作成の手引き（案）（水防管理団体版）を

参考にして作成する。 

 

第 23 章  水防訓練 

 

指定水防管理団体は、毎年１回以上なるべく出水期前に、水防団、消防機関及び水防協力団

体の水防訓練を実施し、水防技術の向上を図るものとする。 

非指定の水防管理団体においても、指定水防管理団体に準じて水防訓練を実施するよう努める

ものとする。 

 

第 24 章  洪水浸水想定区域等における円滑かつ迅速な 

         避難の確保及び浸水の防止のための措置 
 

１．洪水浸水想定区域の指定 

国土交通省及び県は、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域とし

て指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の

長に通知するものとする。 

洪水浸水想定区域の指定、縦覧場所、関係市町村は、次のとおりである。 
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① 水位周知河川 

水系名 河川名 
浸水想定区域 

公表時点 
縦覧場所 関係市町村 

大和川 

大和川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

中和土木事務所 

大和郡山市、天理市、橿原市、桜井

市、安堵町、川西町、三宅町、田原

本町 

葛下川 H31.3.26 
河川整備課 

高田土木事務所 

大和高田市、香芝市、葛城市、王寺

町、河合町、上牧町 

竜田川 H31.3.26 
河川整備課 

郡山土木事務所 
生駒市、平群町、斑鳩町 

富雄川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市、生駒市、斑鳩

町、安堵町 

曽我川 H31.3.26 

河川整備課 

高田土木事務所 

中和土木事務所 

吉野土木事務所 

大和高田市、橿原市、御所市、川西

町、三宅町、田原本町、高取町、広

陵町、河合町、大淀町 

高田川 H31.3.26 
河川整備課 

高田土木事務所 

大和高田市、葛城市、広陵町、河合

町 

葛城川 H31.3.26 

河川整備課 

高田土木事務所 

中和土木事務所 

大和高田市、橿原市、御所市、葛城

市、三宅町、田原本町、広陵町、河

合町 

高取川 R2.3.27 

河川整備課 

高田土木事務所 

中和土木事務所 

大和高田市、橿原市、川西町、三宅

町、田原本町、明日香村、高取町、

広陵町、河合町  

飛鳥川 H31.3.26 

河川整備課 

郡山土木事務所 

高田土木事務所 

中和土木事務所 

橿原市、安堵町、川西町、三宅町、

田原本町、明日香村、広陵町、河合

町 

寺川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所

郡山土木事務所 

高田土木事務所 

中和土木事務所 

天理市、橿原市、桜井市、安堵町、

川西町、三宅町、田原本町、河合町 

佐保川 R2.3.27 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市  

高瀬川 R2.3.27 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市、天理市 

秋篠川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市 
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布留川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

中和土木事務所 

大和郡山市、天理市、川西町、田原

本町 

米川 H31.3.26 
河川整備課 

中和土木事務所 
橿原市、桜井市、田原本町 

地蔵院川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市 

岩井川 R2.3.27 
河川整備課 

奈良土木事務所 
奈良市 

能登川 H31.3.26 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市 

紀の川 

紀の川 H31.3.26 

河川整備課 

吉野土木事務所 

五條土木事務所 

五條市、吉野町、大淀町、下市町、

川上村 

丹生川 R2.3.27 

河川整備課 

吉野土木事務所 

五條土木事務所 

五條市、下市町、黒滝村  

高見川 R2.3.27 

河川整備課 

宇陀土木事務所 

吉野土木事務所 

吉野町、東吉野村 

淀川 

宇陀川 H31.3.26 
河川整備課 

宇陀土木事務所 
宇陀市 

芳野川 R2.3.27 
河川整備課 

宇陀土木事務所 
宇陀市 

 

② 水位周知河川以外の河川 

水系名 河川名 
浸水想定区域 

公表時点 
縦覧場所 関係市町村 

 

 

 

 

大和川 

楢川 R4.3.29 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

奈良市、大和郡山市、天理市 

布留川北流 R4.3.29 

河川整備課 

奈良土木事務所 

郡山土木事務所 

中和土木事務所 

 

大和郡山市、天理市、川西町 

田原本町 

栗原川 R4.3.29 
河川整備課 

中和土木事務所 
橿原市、桜井市 

実盛川 R4.3.29 
河川整備課 

郡山土木事務所 
三郷町 

大門川 R4.3.29 
河川整備課 

郡山土木事務所 
三郷町 

① 、②は奈良県 HP で公表している 

奈良県 HP 公表アドレス：https://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=15310 
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２．洪水浸水想定区域等における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置  

市町村防災会議は、洪水浸水想定区域の指定があったときは、市町村地域防災計画において、

当該洪水浸水想定区域ごとに、少なくとも次に掲げる事項について定めるものとする。また、

洪水浸水想定区域外においても、これに準じて定めるよう努めるものとする。 

① 洪水予報、水位到達情報の伝達方法 

② 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

③ 洪水浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在

地 

ア．地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）でそ

の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る必要があると認め

られるもの 

イ．要配慮者利用施設（主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要

する者（以下「要配慮者」という。）が利用する施設）でその当該施設の利用者の洪水

時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの 

ウ．大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であって国土交通省令

で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（大規模工

場等）でその洪水時の浸水の防止を図る必要があると認められるもの（所有者又は管理

者からの申出があった施設に限る。） 

 

３．洪水ハザードマップ 

洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画において定められた上記

２①②③に掲げる事項（土砂災害計画区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成

12 年法律第 57 号）第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域をその区域に含む市町村にあっては、

同法第８条第３項に規定する事項のうち洪水時において同法第２条に規定する土砂災害を防止する

ため必要と認められる事項を含む。）を住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物（ハ

ザードマップ等）の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供するものとする。 

また、市町村は、洪水ハザードマップに記載した事項を、ホームページへの掲載その他適切な方

法により、住民が提供を受けることができる状態にしておくものとする。 

 

４．予想される水災の危険の周知等 

市町村長は、洪水予報河川等以外の河川のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが

特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水

深その他の状況を水害リスク情報として把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、浸
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水実績等を地図上に示した図面の公表、浸水実績等を付加した洪水ハザードマップの公表、町中の

看板・電柱等への掲示等により住民等に周知することとする。図面等を公表する場合は、住民への

各戸配布やインターネット上での公表等により行うこととする。 

 

５．地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等  

市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は

共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な

避難の確保及び洪水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成し、

これを市町村長に報告するとともに、公表するものとする。また、地下街等の利用者の洪水時の円

滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時の浸水の防止のための訓練を行うものとする。さらに、自衛水

防組織を置き、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告す

るものとする。 

市町村は、市町村地域防災計画において、地下街等の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成

員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

６．要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等  

水防法第 15 条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者

利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利

用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作

成し、これを市町村長に報告するとともに、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅

速な避難の確保のための訓練を実施するものとする。さらに、自衛水防組織を置くよう努めるもの

とする。 

市町村は、市町村地域防災計画において、要配慮者利用施設の所有者又は管理者及び自衛水防組

織の構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

 

７．大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等  

水防法第 15 条第１項の規定により市町村地域防災計画に名称及び所在地を定められた大規模工

場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時の浸

水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該大規模工場

等の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、自衛水防組織を置くよう努めるものとする。 

市町村は、市町村地域防災計画において、大規模工場等の所有者又は管理者及び自衛水防組織の

構成員への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 
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８．浸水被害軽減地区 

水防管理者は、輪中堤防等が存する土地等の区域が浸水の拡大を抑制する効用を有すると認める

ときは、これを浸水被害軽減地区として指定できるものとする。 

 

第 25 章 水防協力団体 

 

１．水防協力団体の指定、監督、情報の提供 

水防管理団体は、下記に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人

その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体と

して指定することができる。また、水防管理団体は水防協力団体が適正かつ確実な実施を確保

するため水防計画に位置付けるとともに、その業務について報告させることができる。なお、

国、都道府県及び水防管理団体は水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報提供、

指導若しくは助言をするものとする。 

                                                          

２．水防協力団体の業務 

（１）水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力 

（２）水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供 

（３）水防に関する情報又は資料の収集、提供 

（４）水防に関する調査研究 

（５）水防に関する知識の普及、啓発 

（６）前各号に附帯する業務 

 

３．水防協力団体の水防団等との連携 

水防協力団体は、水防団との密接な連携の下に前項の業務を行わなければならない。また、

水防協力団体は、毎年水防団及び消防機関が行う水防訓練に参加するものとする。 

 

４．水防協力団体の申請・指定及び運用 

水防管理団体は、水防協力団体指定要領を作成し、水防協力団体の申請があった場合は、指

定要領を参考として指定することとする。また指定の際は、合わせて水防協力団体の名称、住

所及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

 水防協力団体の業務の運用にあたっては、業務が適正かつ確実に行われるように、活動実施

要領の内容を水防管理団体の水防計画に規定する。 
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